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下級裁判所裁判官指名脂間委員会について
’
一
一
一

1概要

下級裁判所裁判官指名諮問委員会は，下級裁判所裁判官指名諮問委員会規則（平成15

年5月1日施行）により設腫されている委員会である。

委員会は，法曹三者及び学職経験者により榊成され,最高裁判所の諮問に応じ，下級裁

判所の裁判官（簡易裁判所判事を除く。 ）の指名の適否について審織し，その結果を答申

する。

2担当事務

最商裁判所の詔問概関として，その諮問に応じ，下級裁判所裁判官として任命されるべ

き者を指名することの適否や指名に関する事項を群識する。そして，審織の結果に基づ

き，晶商裁判所に意見を述べる。

また，委員会の下部組繩として，全国8か所の澗等裁判所所在地ごとに，指名候補者に

関する情報収集を行い,委員会に報告する地域委員会が設砥されている。

3委員等

委員会は委員11人で構成され，地域委員会は原則として地城委員5人で榊成される。

ﾛ各委員は，裁判官，検察官，弁溌士，学棚経験のある者の中から最高裁判所が任命する。
■

1

@E霊藺1
－

任命希望者の名簿･炎料需

く＝ ’
⑥

〆一 、

最高裁判所
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再任蜜判事任命希望裁判官
司法修習生

弁腰士等 | 《洲所辮撫燃, ’(裁判所職溌雛士会等）

1



最高裁人任E第623号

（人い－1）

平成16年5月31日

殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿

高等裁判所長官

地方裁判所長

家庭裁判所長

最高裁判所首席調査官

最高裁判所事務総局局課長

司法研修所長

裁判所職員総合研修所長

最高裁判所事務総局人事局長山崎敏充

裁判官に関する人事事務の資料の作成等について（依命通達）

裁判官に関する人事事務の資料の作成等について，下記のとおり定めましたから，

これによってください。

記

第1 裁判官第一カード

1 作成及び提出

裁判官人事の基礎資料とするため，新規に裁判官に任命された者（以下「新

任裁判官」 という。 ）について，新任裁判官の本務庁（簡易裁判所である場合

には，その所在地を管轄する地方裁判所。以下同じ。 ）の長は，新任裁判官の

任命発令後速やかに，別紙様式第1の書面（以下「裁判官第一カード」 とい

う。 ）を1部作成し， 当該新任裁判官の押印を得た上，人事局長に提出する。

ただし，裁判官であった者が検事等に転官した後，裁判官に復帰した場合は，

裁判官第一カードの作成を要しない。

2



2写真の更新

以下の場合は，新任時に貼付された写真の更新のため，撮影から3箇月以内

の上半身名刺型の写真を速やかに提出する。

（1）判事補が判事に任命された場合

（2）判事又は簡易裁判所判事が再任された場合

（3）判事補が検事等に転官した後，判事として復帰した場合

2裁判官第二カード

1 作成及び提出

裁判官人事の参考資料とするため，毎年8.月1日現在で在職する裁判官（高

等裁判所の長官を除く。 ）は，別紙様式第2の書面（以下「裁判官第二カー

ド」 という。 ）を1部作成し，以下のとおり提出する。

（1） 高等裁判所，地方裁判所，家庭裁判所及び簡易裁判所に補職されている裁

判官（地方裁判所長，家庭裁判所長及び最高裁判所に勤務する者を除く。 ）

は，所属庁の長に提出する。

なお，簡易裁判所判事と兼任している判事又は判事補については，判事又

は判事補として補職されている所属庁の長に提出する。

（2）複数の裁判所に補職されている裁判官は，本務庁の長に提出する。ただし，

当該裁判官が主として兼務庁において職務を行っている場合には，本務庁の

長と兼務庁の長の協議により，兼務庁の長を提出先とすることができる。兼

務庁の長を提出先に定めた場合には，兼務庁の長は，その旨を当該裁判官に

適宜の方法で通知する。

（3）補職されている裁判所（以下「補職庁」 という。 ） と異なる裁判所の職務

を行う裁判官は，補職庁の長（複数の裁判所に補職されている裁判官につい

ては， (2)で定められた庁の長）に提出する。ただし， 当該裁判官が主として

補職庁と異なる裁判所の裁判官の職務を行っている場合は，補職庁の長及び

職務代行を命じられている裁判所（以下「職務代行庁」 という。 ）の長の協

第2

I

●
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議により，職務代行庁の長を提出先とすることができる。職務代行庁の長を

提出先に定めた場合には，職務代行庁の長は，その旨を当該裁判官に適宜の

方法で通知する。

（4）地方裁判所長及び家庭裁判所長は，その所属する裁判所の所在地を管轄す

る高等裁判所の長官（以下「管轄高等裁判所の長官j という。 ）に提出する。

（5）最高裁判所事務総局の各局課に勤務する裁判官（局課長を除く。 ）は，そ

の勤務する局課の局課長に，最高裁判所の裁判所調査官（首席調査官を除

く。 ）は，最高裁判所首席調査官に，最高裁判所の研修所に勤務する裁判官

（研修所長を除く。 ）は，その勤務する研修所の所長に，それぞれ提出する。

2任地及び担当事務の希望に対する意見の記入等

（1）地方裁判所長及び家庭裁判所長は， 1の(1)から(3)までにより提出された裁

判官第二カードに， 当該裁判官の任地及び担当事務の希望に対する意見を記

入し，管轄高等裁判所の長官に対し，その定める期日までに提出する。

（2） 高等裁判所の長官は， 1の(1)から(4)まで及び2の(1)により提出された裁判

官第二カードに， 当該裁判官の任地及び担当事務の希望に対する意見を記入

した上，人事局長に対し，その定める期日までに提出するとともに，地方裁

判所長又は家庭裁判所長に2の(1)により提出された裁判官第二カードの写し

を送付する。

（3）最高裁判所事務総局の局課長，最高裁判所首席調査官及び最高裁判所の研

修所の所長は， 1の(5)により提出された裁判官第二カードに，当該裁判官の

任地及び担当事務の希望に対する意見を記入し，人事局長に対し，その定め

る期日までに提出する。

3裁判官第二カードの写しの保管，移管及び廃棄

別途定める。

付記

1 この通達は，平成16年6月1日から実施する。

ー、

可
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｢裁判官力2昭和53年3月17日付け最高裁人任E第159号人事局長通達

一ドの作成について」は，平成16年5月31日限り，廃止する。

付記（平成24． 3． 1人任-E第000085号）

この通達は，平成24年4月1日から実施する。

付記（平成28． 9． 14人任第1487号）

この通達は，平成28年10月1日から実施する。

1

●
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(別紙様式第1）

裁判官第一力－ド

1

6

ふりがな 期別

氏名 印

口男口女

旧氏名 （ 年月 日変更）

生年月日 年 月 日生

写真貼付

(縦6.5cIn,横5cm)

年 月 日撮影

学
歴

学 校 名

大学大学院

大 学

高等学校

中学校

学部科名 修 学 の 別

年 月口修口 年中退

年 月口卒口年中退

年 月口卒口 年中退

年 月口卒ロ 年中退

試
験
．
、
選
考

名 称

口司法試験

口簡易裁判所判事選考

試験・選考の合格

年 月 日

年 月 日

司
法
修
習

任命

年 月 日

終了

年 月 日

任
命
等

種別

口判 事

口判 事 補

口簡易裁判所判事

口検 事

口弁 護 士

□

任命・登録

年 月 日

年 月 日

年 月． 日
ー

年 月 日

年 月 日

年 月 日

退官・登録取消

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

資
格
等

履修外国語

口英口独口仏

□その他（ ）

資格 ・ 検定等



(別紙様式第2－1）

匪麺「－－薊 裁判官第二力 － ド

〔判事用〕 平成 年8月1 日現在

）

1

7

轟鐵

所属庁

（ 歳）
印 現
住
所

TEL － －

〔住宅の種別〕 口自宅ロ官舎口借家
〔自宅所在地〕

健康

状態

口良好

口病弱

病状

病歴

｛
雰
族
の
峰
込
拠
等

氏 名 生年月日 続柄 噴器･勘学年 餓鱸 そ岫維雛綴獺(鵬級側居り帥）

次期異動における任地及び担当事務についての希望並びにその理由

1 任地について

口他の任地を希望する。

口引き続き現任地を希望する。

口簸高裁判所に一任する。

2 他に転任する場合の任地希望について

(現任地を希望する場合も記入すること。 ）
口次の任地を希望するが固執しない。

口次の希望任地以外は不可。

第一希望地

第二希望地

第三希望地

一
つ
つ

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
章

一
一
一

一
一
一

一
一
一

戸
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
】
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

､ 3 転任希望の時期 ニーニq■■一三一一一一一一一一一一一一ー一一｡

(現任地を希望する場合も記入すること。 ）

4任地及び担当事務についての特別の希望

5短期海外出張について

口希望する口出張してもよい口希望しない

任地及び担当事務の希望に対する所長及び高裁長官の意見

所
長

、

裁判所長 印

長
官

高等裁判所長官 印



(別紙様式第2－2）

W]｢-~〒扇1 裁判官第二カー ド
〔判事補用〕 平成 年8月1 日現在

1

４

8

羅鐵

所属庁

（ 歳）
印 現
住
所

TEL － －

〔住宅の種別〕 口自宅口官舎ロ借家
〔自宅所在地〕

健康

状態.

ロ良好

口病弱

病状

病歴

壱
誕
朕
の
状
簿
齢
寺

氏 名 生年月日 続柄 罵罵‘鴬早年 餓鱸 そ州識離纈獺(鵬蝿捌馴融）

次期異動における任地及び担当事務についての希望並びにその理由

1 ．任地について

□他の任地を希望する。

口引き続き現任地を希望する。

口最高裁判所に一任する。

2 他に転任する場合の任地希望について

(現任地を希望する場合も配入すること。 ）

口次の任地を希望するが固執しない。

口次の希望任地以外は不可。

第一希望地

第二希望地

第三希望地

一一ー一一一一ーーーー一ーー一一一ー■■■ーーーー
一

口
一

一
』
一
一
一
】
一
一
一
》
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

一
Ｆ
一

一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

3 転任希望の時期 ー一一一一一一＝ー~一－一ーー－－－ー由

(現任地を希望する場合も妃入すること。 ）

4任地及び担当事務についての特別の希望

5 外部経験等の希望について

希望する経験してもよい希望しない

<1） 訟務検事 ロ ロ ロ

(2) 法務省 ロ ロ －－■■■■■■ーーー■■■ーーｰー一一 □

(3) 弁謹士 □ □ □

(4) 行政官庁 ロ ロ □

(5) 在外公館 ロ ロ □

(6) 法整伽支援 □ □ □

(7) 民間企業研修ロ ロ ロ

(8) 海外留学 ロ ロ

(9) その他 □ □

□

ロ
ーーーーーーーーー一一一I■■ー

任地及び担当事務の希望に対する所長及び高裁長官の意見

所
長

裁判所長 印

長
官

高等裁判所長官 印
"



(別紙様式第2－3）

圃匡二罰 裁判官第二力 － ド

〔簡易裁判所判事用〕 平成 年8月1 日現在

1

1

9

轟鐵

所属庁

（ 歳）
印 現
住
所

TEL . － －

〔住宅の種別〕 ロ自宅口官舎口借家
〔自宅所在地〕

健康

状態

口良･好

口病弱

病状

病歴

壼
誕
底
の
状
簿
溌
守

氏 名 生年月日 続柄 §'鴬'戯学年 鵬鱸 そ州雑離繍諏(W殿則鵬’融）

次期異動における任地及び担当事務についての希望並びにその理由

1 任地について

口他の任地を希望する。

ロ引き続き現任地を希望する。

口蛾高裁判所に一任する。

2他に転任する場合の任地希望について

‘ （現任地を希望する場合も記入すること。 ）

口次の任地を希望するが固執しない。

口次の希望任地以外は不可。

第一希望地

第二希望地

第三希望地

●
■
Ｐ

一
一
一

一
垂
一

一
章
一

一
』
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

3 転任希望の時期 ●

－ｰ一一一一一一一一一一一一一一一一一Q

(現任地を希望する場合･も記入すること。 ）

4任地及び担当事務についての特別の希望

■

任地及び担当事務の希望に対する所長及び高裁長官の意見

所

長

■ ■

、
地方裁判所長 印

長
官

高等裁判所長官 印



（入る－20-A)

平成29年2月16日

高等裁判所事務局長殿

最高裁判所事務総局人事局任用課長板津正道

裁判官第一カード等の記載要領について（事務連絡）

裁判官第一カード，同第二カード及び同第三カード（以下「各カード」 とい

う。）については，平成16年5月31日付け最高裁人任E第623号人事局長依

命通達「裁判官に関する人事事務の賓料の作成等について」及び同年3月26日付

け人任E第422号人事局長通達「裁判官の人事評価の実施等について」により作

成していただいているところですが，記載要領を別紙第1から第3のとおり作成し

ましたので，各カードの作成の参考とするよう所属の裁判官に周知してください。

なお，地方裁判所（所管の簡易裁判所を含む｡）及び家庭裁判所に対しては，貴

職から連絡してください。

１
１
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(別紙第1）

第一カード記載要領

1 パソコン又は手書きにより作成し，押印する。手書きで作成する場合は，黒

色又は青色のインク （容易に消えないもの）を用いて槽書で記入する。

2 □を設けてある事項については，該当する□を■のように塗りつぶし，又は，

□に「し」を付す。

3 「期別」欄

判事及び判事補は，期を算用数字で記載する（60期から65期までの者は，

現行又は新の区別も記載する。 ） 。

4 「旧氏名」欄

氏名の変更があった者は，変更前の氏名及び変更日を記減する。

5 「学歴」柵

（1） 中学校以上の学歴を全て記戦する。

（2） 中学校及び高等学校について，国立，都道府県立，市町村立，私立等

の別を記載する。

6 「任命等」柵

（1）判事，判事補又は簡易裁判所判事に任命された日を記載する。ただし，判

事又は判事補と同時に簡易裁判所判事に任命された者は，簡易裁判所判事に

任命された日を記載する必要はない。

（2） (1)の任命前に「種別」欄記載の他の官職等にあった者は，その「任命・登

録」及び「退官・登録取消」の日を記載する。

7 「資格・検定等」欄

自動車運転免許，外国語検定等について記載する。

8写真の貼付

撮影から3か月以内の上半身写真を貼付する。

Ｉ
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(別紙第2）

第二カード記載要領

， 使用する様式については，本官の別に対応したものを使用する（簡易裁判所

判事と兼任する者は，判事又は判事補のものを使用する。 ） 。

2パソコン又は手書きにより作成する。手書きで作成する場合は，黒色又は青

色のインク （容易に消えないもの）を用いて槽書で記入する。

3 □を設けてある事項については，該当する□を■のように塗りつぶし，

又は，□に「し」を付す。

4期の記載

判事及び判事補は，左上部の所定の欄に期を算用数字で記載する（60期か

ら65期までの者は，現行又は新の区別も記載する。 ） 。

5 作成基準日

毎年8月’日を作成基準日とし，右上部の所定の箇所に記載する。

6 「氏名（年齢） 」欄

記名押印し， 5の作成基準日現在の年齢を記載する。

7 「現住所」欄

‘ 現住所地及び電話番号を上段に記載する。住宅の種別のうち， 自宅は， 自己

又は家族が所有する住居をいい，官舎は，裁判所宿舎及びその他の公務員宿舎

をいい，借家は， 自宅又は官舎以外のマンション・アパート等をいう。

．なお，住宅の種別が自宅以外の者で別に自宅を有するものは，その所在地を

下段に記載する。

8 「所属庁」欄

本務庁名を記載する。ただし，判事又は判事補（簡易裁判所判事と兼任する

者を含む。 ）は，判事又は判事補としての本務庁とする。

最高裁判所に勤務する者については，所属する最高裁判所事務総局の局課名

又は研修所名を記載する（裁判所調査官は，単に「最高裁判所」 と記載す

､
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I

る。 ） 。

9 「健康状態」欄

「良好」は，普通の健康体の者をいう。

「病弱」は，身体虚弱で無理のできない者などをいう。

10 「病状病歴」欄

治療中の病名（通院，入院の別） ，既往症のうち主なもの及び病気以外の身

体上の故障を記載する。過去のものについては，いつごろのものかも併せて記

載する。

11 「家族の状況等」欄

家族の氏名，生年月日，続柄，職業・就学年及び健康状態（程度については

9を参照して記載する。 ）を記載し，その他家族関係特記事項（別居先及び別

居の理由）の項には別居している家族の居住地及び異動に影響するような家族

の健康状態その他の人事上参考となる家族の事情を記載まる。

12 「次期異動における任地及び担当事務についての希望並びにその理由」欄

（1） 「他に転任する場合の任地希望について」には，現任地での勤務を希望す

る者も記載する。

なお，任地の記載については「東京及びその近郊」のような概括的な記載

をしても差し支えない。

（2） 「転任希望の時期」には次期異動を希望する時期を記載する｡．

なお，現任地での勤務を希望する場合も記載すること。

（3） 「任地及び担当事務についての特別の希望」には，次期異動における任地

希望の理由，次期異動又は将来における任地及び担当事務についての特別の

希望等を記載する。

（4） 「短期海外出張について」には，判事が記入することとし，短期海外出張

（外国の特定の制度調査の目的等で出張するものをいう。 ）の希望の有無及

びその程度を記載する（希望しない場合もその旨を必ず記載すること。 ） 。

屯
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’ 「外部経験等の希望について」には，判事補（簡易裁判所判事と兼任する

者を含む。 ）が記入することとし， 「判事補の外部経験の概要等について」

（任用課長事務連絡）を参照の上， (1)から(9)までの項目についての希望の有

無及びその程度を記載する（希望しない場合もその旨を必ず記載するこ

と。 ） 。

なお，特段の希望がある場合，その内容を下線部分に記載する（例えば，

「(2)法務省」においては希望する部局名， 「(3)弁謹士」においては弁護士職

務経験を希望する地域， 「(4)行政官庁」においては希望する省庁名， 「(7)民

間企業研修」においては研修を希望する地域， 「(9)その他」においては希望

する外部経験先等） 。下線部分に記載しきれない場合，余白に記載して構わ

(5)

ない。

I

●
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式

(別紙第3）

裁判官第三カード記載要領

1 パソコン又は手書きにより作成する。手書きで作成する場合は，黒色又は青

色のインク（容易に消えないもの）を用いて槽書で記入する。

2期の記載

判事及び判事補は，左上部の所定の欄に期を算用数字で記載する（60期か

ら65期までの者は，現行又は新の区別も記載する。 ） 。

3 作成基準日

人事評価の基準日 （毎年8月1日）を作成基準日とし，右上部の所定の箇所

に記載する。

4 「氏名」柵

記名押印し， 3の作成基準日現在の年齢を記載する。

5 「所属庁」欄

本務庁名及び兼務庁名を記載し，兼務庁名の頭に「兼」を記戦する。

職務代行（てん補）を行うている場合は，補職されている庁の庁名に加え

て，その裁判所名を『(職務代行)L「(てん補)」等と付記して記載する。

最高裁判所に勤務する者については，所属する最高裁判所事務総局の局課名

又は研修所名を記職する（裁判所調査官は，単に『最高裁判所」 と記載す

る。 ） 。

6 「職名」欄

・所長，支部長，部総括又は司掌者の発令がある場合，該当するものの□を■

のように塗りつぶし，又は，□に「し」を付す。

最高裁判所における職については，最後の□を■のように塗りつぶし，又

は，□に「し」を付して，その右にその職名を記載する。

7 「現任地勤務年月数」欄

現在勤務している庁（出向等の外部経験の期間も含む。 ）の所在地に引き続
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いて勤務した年月数を記載する。

8 「現在の担当事務・割合」欄

（'）現在担当する事務について，事務量の割合をパーセントで記載する。ただ

し，令状当番だけの担当は， 「刑事｣・ として特に計上しない。

なお，民事の専門部又は集中部において，医療，行政，建築，商事，知的

財産，破産(倒産)，民事執行又は労働の各事件を担当している場合には，そ

の担当も記載する。

（2） 「司法行政」は，最高裁判所，高等裁判所，地方裁判所及び家庭裁判所に

おける司法行政事務をいい,支部長,部の事務を総括する者及び司法行政事務

を掌理する者の行う司法行政事務並びに(3)の職務を含まない（9において同

じ。 ） 。

（3）最高裁判所裁判所調査官については「行政調査官」等と，最高裁判所の研

修所の教官については｢司研民裁教官｣等と,それぞれ担当も含めて略記する

（9において同じ。 ） 。

（4） 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関

する法律に基づいて行う法科大学院の教授等の業務については， 「法科大学

院」 と記載した上，事務鐘の割合を記減する。

9 「現在までの担当事務とその年月数」柵

（1） 「民事」については，民事の専門部又は集中部において医療，行政，建

築，商事，知的財産，破産(倒産)，民事執行又は労働の各事件を担当した場

合には，その担当及び期間を内訳として記載する。

（2）他省庁等に出向した経験がある場合には，その勤務先（法務省本省及び法

務局については「法務行政」 とする。 ）及び勤務期間を記載する。

（3）判事補海外留学又は人事院長期在外研究の経験がある場合には,｢海外留

学」 と記載した上，行き先（国名）及び年月数を記載する｡

（4）弁護士職務経験がある場合には， 「弁護士職務」 と記載した上，経験期間

I

メ
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を記載する。

（5） 4か月以上の民間企業研修の経験がある場合には，その研修先及び研修期

間を記載する。

（6） 同一期間に二以上の事務を担当した場合には，その担当事務を併記した

上，その期間を記載する。

（7） 育児休業を取得した経験がある場合には， 「育休」 と記載した上，その年

月数を記載する。

（8）配偶者同行休業を取得した経験がある場合には， 「配偶者同行休業」 と記

載した上，その年月数を記載する。

（9）合計年月数には，現在までの担当事務とその年月数を記載する。この年月

数は，作成基準日までの勤務年月数と一致する。

10 『単独訴訟事件を按っていた期間」柵

作成基準日までの勤務期間のうち，裁判官として単独訴訟事件を扱っていた

期間を民事，刑事別に記載する。民事には人事訴訟を含む。民事及び刑事の単

独訴訟事件を扱っていた期間が重なる期間は，その期間をそれぞれに加算す

I

る。

ー
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『

判事補の外部経験について

判事補の経験多様化に関する基本方針

（平成16年6月23日裁判官会議議決）

最高裁判所は,判事補が,裁判所外部において,裁判官以外の法律専門職としての経験

その他の多様な経験を積むことは,多様で豊かな知識,経験を備えた視野の広い判事を確

保するために極めて有意義であるとの認繊に立って，これまで行政機関等への出向,民間

企業等への派遣,海外留学,在外公館等での勤務等のプログラムの拡充を図ってきたとこ

ろであるが，今般， 「判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律」 （平成16年法律

第121号)が成立し,判事補がその身分を離れて弁謹士の職務を経験することができる

制度が創設され，判事補に多様な外部経験の機会を与えるための制度的な条件が整備さ

れたことを受け，下記のとおり，判事補の経験多様化に関する基本方針を定める。

記

事件処理態勢の確保,適切な受入先の確保･拡充等の環境･条件を整備した上,原則と

してすべての判事補に，弁謎士職務経験,行政機関，在外公館等での勤務，民間企業等へ

の派遣又は海外留学等の多様な経験を積む機会を与えるものとする。
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判事補の外部経験の概要（平成80年4月現在）

(第二カード「外部経験等の希望について」柵の各外部経験先コースに対卿

1 訟務検事※組織図2参照

（1）職務内容

（2） 勤務場所

（3）期 間

（4）身 分

（5）各年度の予定数

訟務事務

法務省訟務局又は高裁所在地の各法務局訟務部

原則として2年（訟務局は2年又は3年）

検事

｜鶴、10名程度
､

；

法務省※組織図2参照

(1)恥務内容 法務行政事務（裁判官としての法律知職，経験を

， 活用して行政事務を行う。 ）

(2) 勤務場所 法務省（民事局，刑期局，人椎擁護局，司法法制

部，法務総合研究所（研修部，国際連合研修協力部，

国際協力部） ）

2

＊ （ ）内は魏在派迷を行っている部局を示す他に，上記1』

の舩務部門がある。）。

原則として2年（民事局，刑事局，司法法制部及

び国際連合研修協力部は3年）

(3)期 間

検事

10名程度

(4)身 分

(5) 各年度の予定数

I

’
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弁薩士

(1)職務内容

(2)勤務場所

3

弁護士職務

東京（横浜，さいたま，千葉を含む。 ） ，大阪

（京都，神戸を含む。 ） ，名古屋，福岡，札幌の

法律事務所

＊溌在弁竣士職溌糎険を行っている地域を示す｡今後，変更

される可能性がある。

原則として2年

裁判所事務官（弁談士職務従事職員） ・弁謹士

10名程度（平成31年度は66期以下の者を対

象とする。 ）

第二カードで応募の意向を示した者のうち，対象

時期にある者に，改めて受け入れ予定到轆所の情報

を提供し，希望の有無，希望の地区，希望の事務所

期 間

身 分

各年度の予定数

ｊ
ｊ
ｊ

３
４
５

く
く
く

１
１

(6) その他

などを聴取する。

」i.: 皇皇'

●

● の W

■●

､ ｡

●

①

●

・ゲ

※「弁瞳士職務経験に関する手続の流れについて」参照
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■～■‐一子

4 行政官庁※組織図

(1)行政官庁研修

①職務内容

1.参照

行政事務（主として，裁判事務とは直接関連しない

行政事務を行う。 ）

内閣官房（内閣官房副長官補付） ，金融庁（総合政

策局，企画市場局） ，総務省（自治行政局，総合通信基

盤局） ，タ醗省総合外交政策局，北米局･国際法局，

領事局） ，財務省（国際局） ，厚生労伽省（大臣官房) ，

農林水産省(食料産業局） ，経済産業省(経済産業政策

局，貿易経済協力局，資源エネルギー庁） ，国土交通省

（鉄道局）

＊ （ ）内は現在派遣を行っている部局を示す。今後，変更

②勤務場所

１

される可龍性がある。

原則として2年

検事（当該行政官庁の事務官）

数名程度

経験前に短期間夢前研修の趣旨で，般高裁判所事

務総局に配憧されることがある。

③期 間

④身分

⑤各年度の予定数

⑥その他

1
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(2) 公正取引委員会，金融庁，証券取引等監視委員会，行政不服審査会，公害等

調整委員会，国税不服審判所，文部科学省，中央労働震員会

①職務内容 行政事務(準司法的事務を含む｡ ） （裁判官とし

ての法律知識，経験を活用して事務を行う。 ）

②勤務場所 公正取引委員会事務総局，金融庁，証券取引等監

視委員会事務局，行政不服審査会事務局，公害等調

整委員会事務局，国税不服審判所（関東信越東

京，名古屋，大阪） ，文部科学省研究開発局（原子

力損害賠償紛争和解仲介室） ，中央労働委員会事務

局

＊現在派遼を行っている官庁，部局を示す｡今後，変更され

る可能性がある。

③期 間 原則として2年

④身 分 検事（当該行政官庁等の審判官，特別専門官又は

事務官）

⑤各年度の予定数 数名程度
… ‐－－－一二‐－
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5在外公館※｢在外公館,法整備支援‘海外留学（1年間）の派遥先｣参照

（1）職務内容 在ﾀ松館における外交事務又は領事事務

（2）勤務場所 在外公館（在中華人民共和国日本国大使館，在アメ

リカ合衆国日本国大使館,在カナダ日本国大使館，在

ストラスプール日本国総領事館，国際連合日本政府代

表部，在ジュネーブ国際機関日本政府代表部）

＊諦堕飛世を行っている在外公館を示す｡今後変更される可能

性がある。

原則として約2年

外務事務官（一等若しくは二等番記官又は領事）

＊判事任命涜格に算入されない。

若干名

派遣前年の秋に，外務省研修所において約4か月間，

赴任前研修に参加（判事補身分） 。その後，派遣までの

間は，東京又は周辺の裁判所において勤務する｡‐

なお，派遮前に短期間，事前研修的な趣旨で，最商裁

判所事務総局に配侭されることがある。

(3)期

(4)身

間
分

～

1

(5)各年度の予定数

(6) その他

23



6法整儲支授※『在外公館。法整備支援・海外留学（1年間）の派遣先」参照

（1）職務内容 海外における法整備支援（裁判官としての法律知

識，経験を活用して法整備支援を行う。）

（2） 勤務場所 東南アジア諸国（ベトナム（ハノイ） ，カンボジア

（プノンペン） ，インドネシア（ジャカルタ） ，

＊今後変更される可能性がある。

（3）期 間 1年又は2年

＊赴任前研修鎌の期間を除く。

（4）身 分 検率（国際機関等に派避される一般職の国家公務員

の処遇等に関する法律による派遮職員たる検率) ･独立

行政法人国際協力機構(J1cA)長期専門家

（5）各年度の予定数 若干名

（6） その他 派遮前に検事に転官して，法務省法務総合研究所に

おいて，約6か月間，赴任前研修等に参加する。なお，

派遮先に1年間勤務し，帰国後,法務省に1年間勤務

する可能性もある。

、

）

rF〆■、、。勺Ej1口癖1

蓋
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鱈議 鰐蕊郵: ;駈駒識

11剛
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1-. -アーー季~逵
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7民間企業研修※「派遣先企業一覧（民間企業長期研修） 」参照

（1） 民間企業研修

①職務内容 民間企業における業務

②勤務場所 東京，大阪，名古屋，福岡地区所在の民間企業

③期 間 エ年

④身 分 判事補

⑤各年度の予定数 10名程度

（2） 日本銀行研修

①職務内容 日本銀行における業務

②勤務場所 日本銀行(東京）

③期 間 1年

④身 分 判事補

⑤各年度の予定数 1名程度

（3） シンクタンク等における研修一

①職務内容 シンクタンク等における企画・研究業務

②勤務場所 一般社団法人日本経済団体連合会21世紀政策研究所

｝

（東京）

原則として1年

判事補

1名程度

③期 間

④身 分

⑤各年度の予定数
』
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8海外留学※「在外公館。法整備支援・海外留学（1年間）の派遡先』参照

（1）職務内容 海外の大学又は斜I所等における在ﾀ柵究

（2）派遣場所 アメリカ，イギリス，カナダ，オーストラリア，

フランス， ドイツ，ベルギーの各国

1年又は2年

判事補

40名程度

公募を行う。

期 間

身 分

各年度の予定数

その他

(3)

(4)

(5)

(6)

Ｐ

｡ 1心
O

p●わー

？津rj挿鍾．

、

9その他

（1）立法機関

①服務内容

②勤務場所

③期 間

④身分

⑤各年度の予定数

⑥その他⑥その他

立法槻関における事務

衆雛院法制局

原則として2年

衆議院法制局参率

1名程度

経験前に短期間，事前経験前に短期間，事前

７
Ｊ
え
掻
珂
Ｊ
幽
郵
補
い
Ⅷ
唖
奇
訓

■9』

墨轟謹刷
｡申

;塞更も 城

研修の趣旨で，般高裁判所事

務総局に配腫されることがある。

(2) 国立国会図書館

①恥務内容 国立国会図番館における事務（主として，国立国会

図需館の運営に関する事務を行う。 ）

②勤務場所 国立国会図謹館

③期 間 原則として2年

④身 分 国立国会図書館参事

＊判事任命変格に算入されない。

⑤各年度の予定数 1名程度

⑥その他 経験前に短期間，事前研修の趣旨で，最高裁判所事

8

務総局に配置されることがある。
一
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(3)預金保険機構

①職務内容 預金保険機構における業務（裁判官としての法律知

識，経験を活用して事務を行う。 ）

預金保険機構（東京）

原則として2年

預金保険機構職員

＊判事任命資格に算入されない。

若干名

②勤務場所

③期 間

④身 分

⑤各年度の予定数

、

』

１

0
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外部経験から復帰後の異動の方針について

1 前任地から引き続き地域的異動を伴わずに外部経験をする場合

当該地の異動条件により異動

2地域的異動を伴って外部経験をする場合 ．

（1） 民間企業研修又はシンクタンク等における研修

1年間の研修後，異動後の配属庁において残りの任期を勤務

（2）上記以外の外部経験

外部経験後，希望すれば，引き続き同一地域の裁判所で2年間勤務可能

同一地域を希望しない場合は，当該地の異動条件により異動

3外部経験先コース，地域が希望外となった場合

復帰後の異動について上記よりも有利に取り扱うことがある。ただし，外部経験

としての海外留学をした後，語学力を必要とする行政官庁や在外公館等での外部経

験をする場合は， この限りでない。

※勤務地別の異動条件（当面，外部経験の実施が予定されている地のうち，異動

条件の付されているもの）

東京，横浜， さいたま，千葉，大阪，京都，神戸，名古屋，広島，福岡（いず

れも「最高裁指定庁」 ）

※留学は地域的異動を伴わないものとして扱う。ただし，留学からの帰国後は，

従前の異勤条件にかかわらず， 「最高裁指定庁」の異動条件が付されたものとし ’

て扱う。

※在外公館，法整備支援の海外勤務は派遣地を「東京」とみなす。

※同一地域には各管内支部を含み（仙台は説II支部，札幌は小樽支部及び岩見沢

支部に限る。 ） ， 「東京・横浜・さいたま・千葉」又は「大阪・京都・神戸」は

それぞれ同一地域とみなす。
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【組織図1】判事補が外部経験している行政官庁等
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【組織図2】判事補が外部経験している法務省の部局等
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弁謹±職務経験に関する手続の流れについて

1 希望鯛査

弁謹士職務経験の対象となる期の判事補のうち,裁判官第二カードの「5外部経

験等の希望について」の「(3)弁護士」欄に『希望する」又は「経験してもよい」と

記載した者に対して,判事補の弁護士職務経験に関する希望調査票を配布する（現

在海外留学中の者等は除く。 ） 。

希望調査票の配布を受けた判事補は,弁護士職務経験についての希望の有無のほ

か,希望する場合には,希望する弁護士事務所の所在地及び希望する弁識士事務所

名（最高裁から提示された弁護士事務所のうち希望するもの）を，希望調査票に入

力して回答する。

2事務所の提示

本希望鯛査票が提出された後,最高裁において，希望者の中から弁護士職務経験

を行う予定となる判事補を定め，対象者に，各人の希望を踏まえて，複数の事務所

を提示する。提示にあたっては，可能な限りその希望を尊重するが，他の判事補の

希望と重なる場合などには，高い順位で希望した事務所が含まれない場合もある。

3事務所の防問

弁謹士職務経験を行う予定となった判事補は，提示された事務所を全て訪問し

て，雇用条件等について交渉し，雇用契約を締結したい事務所を選択する。

最高裁は，受入先弁護士法人等との間で取決めを締結する。

弁護士職務経験を行うことになった者は,上記取決めに基づいて,受入先弁謹士

法人等と雇用契約を締結し，弁謹士登録をした上で，弁護士職務経験を開始する。
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派遣先企業一覧(民間企業長期研修）

'

平成25年度から平成29年度までの派遺先※平成25年度から平成29年度

※「派遣人数』は平成29年度分

1

32

地区
派遺
人数

製造 商業 金融 運輸 傭紐・通信 エネルギー

8

味の素
花王

小松製作所

住友化学
東レ

日立製作所

伊藤忠商事

みずぼ銀行

三井住友銀行
三菱UFJ銀行
日本生命保険
野村腫券

日本郵船 ヤフー 出光興産

2

京セラ

積水化学工業
励津製作所

りそな銀行 南海趣気鉄道

1

アイシン糖機．

デンソー
トヨタ自励軍

1 TOTO
西日本鉄道

九州旅客鉄道
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最高裁人任第2714号

（入る－15）

平成30年11月20日

高等裁判所長官

地方裁判所長

家庭裁判所長

最高裁判所事務総局局課長

司法研修所長

裁判所職員総合研修所長

殿
殿
殿
殿
殿
殿

最高裁判所事務総局人事局長堀田眞哉

判事補海外留学研究員の選考について（通知）

標記の選考を別紙の要領により行うこととなりましたから，所属の判事補に周知

させるとともに，応募者に別紙様式による応募者調書の電子データを提出させ， こ

れを平成30年12月25日 （火）までに電子メールにより送付してください。ま

た，外部機関実施の語学試験の試験結果成繊表の写しを平成31年3月12日（火）

までに（追完又は追加提出があった場合は，受領後速やかに）送付してください。

なお，応募者調書を提出した判事補が異動した場合には，速やかに異動後の所属

庁の長（異動後の所属庁が最高裁判所の場合は，人事局長）へ応募者調書の電子デ

ータを送付してください。
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(別紙）

判事補海外留学研究員選考要領

募集人員，研究内容等

募集人員

35人程度

派遣先及び研究内容

最高裁判所が直接実施する留学制度（以下「裁判所の留学制度」という。 ）

ア大学等への派遣

（ｱ）近年の主な派遣先

第1

1

2

(1)

）

イリノイ大学（米国・イリノイ州シャンペーン）

バンダービルト大学（米国・テネシー州ナッシュピル）

カリフォルニア大学デーピス校（米国・カリフォルニア州デーピス）

ジョージタウン大学（米国・ワシントンD. C. )

ジョージワシントン大学（米国・ワシントンD. C. )

スタンフォード大学（米国・カリフォルニア州スタンフォード）

デューク大学（米国・ノースカロライナ州ダーラム）

ノートルデイム大学（米国・インディアナ州サウスベンド）

ワシントン大学（米国・ワシントン州シアトル）

ワシントン大学セントルイス校（米国・ミズーリ州セントルイス）

ウォリック大学（英国（イングランド） ・ウォリックシャー州コベン

トリー）

カーディフ大学（英国（ウェールズ） ・カーディフ）

レスター大学（英国（イングランド） ・レスターシャー州レスター）

トロント大学（カナダ・オンタリオ州トロント）

ブリティッシュコロンビア大学（カナダ・ブリティッシュコロンビア

I

州バンクーバー）
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メルボルン大学（オーストラリア・ビクトリア州メルボルン）

シドニー大学（オーストラリア・ニューサウスウェールズ州シドニー）

ミュンヘン知的財産法センター（ドイツ・バイエルン州ミュンヘン(た

だし，英語による受験者を派遣） ）

ルーベン大学（ベルギー・フレミッシューブラバント州ルーベン（た

だし，英語による受験者を派遣） ）

“）派遣期間

平成32年7月頃から平成33年6月頃までの1年間（ミュンヘン知

的財産法センターの場合は，平成32年9月頃から平成33年8月頃ま

での1年間）

(ｳ）研究内容

研究員は， 1年間の派遣期間中，特定の研究テーマにつき大学等にお

いて大学院修士課程に相当する研究を行うとともに（ミュンヘン知的財

産法センターにおいては修士号を取得することも可能である。 ） ，裁判

（ｳ）研究内容

研究員は， 1年間の派遣期間中，特定の研究テーー

いて大学院修士課程に相当する研究を行うとともに

産法センターにおいては修士号を取得することも可＃

リ

所等において司法運営の実際の調査及び研究をする。

イ裁判所への派遣

例近年の主な派遣先

米国の次の裁判所等

ニュージャージー州トレントン

ミシガン州デトロイト

ジョージア州アトランタ ・

アリゾナ州フェニックス

バージニア州ウィリアムズバーグ

英国の裁判所

ドイツの裁判所

フランスの裁判所

I
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（ｲ） 派遣期間

平成32年7月頃から平成33年6月頃までの1年間

（ｳ）研究内容

研究員は， 1年間の派遣期間中，裁判所等において司法運営の実際の

調査及び研究をする（派遣先によっては，大学における研究も併せて行

うことが可能である。 ） 。

（2）人事院の行政官長期在外研究員制度による留学制度（以下「人事院の留学

制度」 という。 ）

・ ア派遣先

派遣予定者各人が希望する，米国，英国， カナダ，オーストラリア， ド

イツ及びフランスの大学院等のうち, ．受入れの通知があった大学院等

イ派遣期間

平成33年7月頃から平成35年6月頃までの2年間（英国及びドイツ

の場合は，平成33年8月頃から平成35年7月頃までの2年間）

ウ研究内容

研究員は， 2年間の派遣期間中，特定の研究テーマにつき大学院等にお

いて研究を行い，修士号を取得するとともに，裁判所等において司法運営

の実際の調査及び研究をする。

エ本選考に合格したのち，人事院の行う選抜審査に合格する必要がある。

3研究の費用等

渡航のための往復旅費，相当額の滞在費及び授業料等は，最高裁判所から支

給される（本留学制度には，国家公務員の留学費用の償還に関する法律（平成

18年法律第70号）2条2項に規定する留学に該当するものが含まれる。）。

4留学帰国後の異動方針等

留学からの帰国後は，従前の異動条件にかかわらず， 「最高裁指定庁」の異

動条件が付されたものとして扱われる。また，できる限り全ての判事補が2年

、

、
、

J
■

ノ
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、

程度の外部経験をすることが望ましいことから，留学をした場合であっても，

別コースの外部経験に積極的に取り組むことが期待される。特に，語学力を必

要とする行政官庁や在外公館等での外部経験が推奨される。

第2応募資格

1 裁判所の留学制度による派遣

平成23年8月から平成28年12月までの間に司法修習生の修習を終了し

た判事補（ただし，任官後に海外留学の経験を有する者及び派遣により事務に

支障の生ずる者を除く。 ）

2人事院の留学制度による派遣

平成29年12月に司法修習生の修習を終了した判事補（ただし，派遣によ

り事務に支障の生ずる者を除く。 ）

第3応募方法

応募しようとする者は，別紙様式による応募者調審を平成30年12月11

日 （火）までに所属庁の長に提出する。

なお，既に受験済みの第4の2の(1)の語学試験の試験結果成績表がある場合

は，併せて提出する。

第4選考方法

1 選考基準

本留学制度の趣旨等に鑑み，語学力を始め，平素の執務状況並びに応募者か

ら提出された研究テーマ及び小論文の内容を選考の資料とした上，海外での生

活経験を有しない判事補にできるだけその機会を付与するなどの観点も総合的

に考慮して，選考する。

選考は，書面による第1次選考を行い， これに合格した者に対して面接を実

施し，留学後の勤務継続意思の確認等を経た上で最終的な合格判定を行うもの

とする。

2選考資料の提出

1

8

41



(1)語学試験の試験結果成績表

、 応募者は，希望する派遣先（複数選択可）に応じた言語（英語仏語及び

独語に限る。 ）について，次の外部機関が実施した語学試験（平成25年3

月1日以降に実施されたものに限る。 ）の試験結果成績表原本を，平成31

年3月1日 （金）までに所属庁の長に提出する（仏語及び独語については，

外部機関の試験日程等の関係でやむを得ない場合は，同年4月19日 （金）

まで追完を認める。 ） 。また，語学力向上の観点から，先に提出したものに

加えて， 同年6月28日 （金）まで追加提出することも差し支えない。 （提

出された試験結果成績表原本については，受付事務担当者において写しを作

成した後，応募者に返還する。 ）

なお，応募者調書に試験結果成絞表を添付した者は，改めて試験結果成績

表を提出する必要はないが，複数の試験結果成績表の提出を妨げるものでは

ない。

おって，英語圏（ミュンヘン知的財産法センターを含む。 ）への派遣の場

合；本選考に合格した後，人事院又は各派遣先に対し, TOEFL又はIE

LTSの一定点数以上の成績を提出することが必要となることがあるので，

語学試験の選択に当たり参考とされたい。

ア英語

TOEFL

TOEIC

IELTS

イ独語

欧州語学力評価基準がB1以上のゲーテ・インスティトウートの検定試

験

独検（ドイツ語技能検定試験） 4級以上 、

ウ仏語

１
Ｊ
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仏検（実用フランス語技能検定） 3級以上

TEF (パリ商工会議所フランス語能力認定試験）

（2）応募者は，小論文（日本語）を作成し，平成31年3月1日 （金）までに

提出する（テーマ，様式等については応募者に対して別途通知する。 ） 。

3選考結果の通知

第1次選考に合格した者に対し，平成31年9月上旬頃までに，その旨を通

知する予定である。

なお，その後の事情により，若干名の追加合格が通知される場合がある。

4 その他

（1） 昨年度募集の裁判所の留学制度の派遣に応募し,その合否が未確定の者も，

第2の応募盗格を有していれば応募可能であるので,応募を希望する場合は，

改めて第3の応募方法に従って応募者調譜等を提出する。

なお，昨年度募集の人事院の留学制度の派遣に応募し，選考の結果，平成

31年に行われる人事院の選抜審査の受験指名を受けた者は，今年度募集の

裁判所の留学制度の派遣にも応募したものと取り扱うので，応募者調書，選

考資料の提出は不要である（今年度の応募を希望しない場合は，その旨を所

属庁の長に申し出る。 ） 。

（2）応募者調書を提出した後に応募を取りやめる場合は，その旨を速やかに所

属庁の長に申し出る。

q
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(別紙様式）

判事補海外留学研究員選考応募者調書
壺圭⑤n律1｡ロ1口頭士

へ

､

メ

44

1 氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ） のb－bロー‐‐｡●●｡｡◆■‐●●｡●●ロの今DC毎句一■ーー■●●凸

（ ）

2 ．生年月日

（ 歳）

3性別

4現住所

5所属の裁判所及び部 6主たる担当事務
① ② ③
の ⑤

月
月
月
日

年
年
年
隼

平成
7勤務裁判所歴

平成
成
歳
平
巫

一
一
一
一

月
月
月
日

年
年
年
毎

平成
平成
平成
市匡除

8学歴(学校名
○
凸
大学
-卜琴睡

，学部，コース，専攻科，卒業年月) U"1鯵クﾄ圏5首」
平成 年月卒業① ②
垂成 年月修了 ③ ④

9希望派遣国(複数の場合は希麺噸位順に記入）
① ② ③

命 の ⑥

10語学賦験の選択言語(複数記入可） 承跳に堂識揖の賭手融睡楯禾"aの刀し『J､側煎'､J
命 ② ③

11 家族状況

'Z-〃､山h

(配偶者の聯業 ）子の年齢 （ ）

）

12留学の際の同ｲ半者

13 黄格，免許，特技

14趣味 9 し好

15外匡 生活の経験
P

］
16判等 鋪海外留学研究員選考応募歴

1
17著醤，論文等

1‘8既

雫
の有無

己 ）
19現在の健康状態

20応募動機，研究したいテーマ



裁判官の人事解価について

裁判官の人事評価については，最高裁規則等により定められており，透明性のある,

対話型の制度となっている。人事評価は公正な人事の基礎とされるとともに，対話型の

人事評価を通じて裁判官の主体的な能力の向上が期待されている。

【制度の特徴】

○年1回，評価権者が各裁判官の評価番を

○透明性のある評価制度

・評価権者を明示（高裁は高裁長官，地

・評価項目を明示（ 「事件処理能力」 ，

、裁判の独立に配慮しつつ，多面的？多

○対話型の評価制度

・各裁判官は，担当した職務の状況に関

・評価権者と各裁判官が面談。

・各裁判官は評価番の開示を申し出るこ

・不服のある裁判官は不服申出ができ，

づぴ～

受的資質・詑刀j

b偽の樒銀*､老虜

組織連冨罷刀

量的に播報籾栃

画（ I麺干Ⅱ~昌売二和

佃甲辻

対話型透明性

評価権者の明示

解
価
権
者

裁
判
官

悼
多面的な情報
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解価項目及び評価の視点

（平成16年3月26日付け最商裁判所事務総長依命通達職判

官の人事評価に関する規則の運用について」別紙より）

事件を適切に処理するのに必要な壷質，能力（事件処理能力）

○法律知職法的判断に必要な資質，能力（法的判断能力）

・法律知識の正確性，十分性

・法的問題についての理解力，分析力，整理力，応用力

・証拠を適切に評価する能力

・法的判断を適切に表現する能力

・合理的な期間内に鯛査等を遂げて判断を形成する能力など

○裁判手続を合理的に運営するのに必要な盗質，能力（手続運営能力）

・法廷等における弁蹄等の指揮能力

・当事者との意思疎通能力

・担当事件全般を円滑に進行させる能力など

部等を適切に運営するのに必要な貴質，能力（組織運営能力）

・部又は裁判所組織全体を円滑に運営する能力

・賊員に対する指導能力

・職員，裁判官等に適切に対応する能力など

裁判官として職務を行う上で必要な一般的賀質，能力（一般的資質，能力）

O撤見

。幅広い教養に支えられた視野の広さ

・人間性に対する洞察力

、社会事象に対する理解力など

1

U

2

3

I

○人物，性格

廉直さ，公平さ，寛容さ，勤勉さ，忍耐力， 自制心，決断力，慎重さ，注意深さ，

思考の柔軟性，独立の気概，精神的勇気，責任感，協調性，積極性など
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○裁判官の人事評価に関する規則

（平成16年1月7日最高裁判所規則第1号）

0

（人事評価の実施）

第一条裁判官の公正な人事の基礎とするとともに、裁判官の能力の主体的な向上

に資するために、判事、判事補及び簡易裁判所判事について、人事評価を毎年行
や

つ。

（評価権者等）

第二条人事評価は、判事及び判事補についてはその所属する裁判所の長が、簡易

裁判所判事についてはその所属する簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の

長が、それぞれ行う。

2 地方裁判所又は家庭裁判所の長が行った人事評価については、その地方裁判所

又は家庭裁判所の所在地を管轄する高等裁判所の長官が、調整及び補充を行う。

3 地方裁判所又は家庭裁判所の長について人事評価を行う場合その他裁判官が担

当する職務に照らして第一項又は前項の方法によることが適当でない特別の事由

がある場合は、最商裁判所が別に定めるところにより人事評価を行う。

（評価の基準等）

第三条人事評価は、事件処理能力、部等を適切に運営する能力並びに裁判官とし

て職務を行う上で必要な一般的資質及び能力の評価項目について行う。

2 評価権者は、人事評価に当たり、裁判官の独立に配感しつつ、多面的かつ多角

的な情報の把握に努めなければならない。 この場合において、裁判所外部からの

情報についても配慮するものとする。

3 評価権者は、人事評価に当たり、裁判官から担当した職務の状況に関して書面

の提出を受けるとともに、裁判官と面談する。

（評価書の開示）

第四条評価権者は、裁判官から申出があったときは、その人事評価を記載した書

面（次条において「評価書」 という。． ）を開示する。

（不服がある場合の手続）

第五条裁判官は、その評価書の記載内容について、評価権者に対して、不服を申

し出ることができる。

奄

今

ｃ

Ｇ
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2 前項の申出があった場合において、評価権者は、必要な調査をし、その結果に

基づき、その申出に､理由があると認めるときは、評価書の記載内容を修正し、そ

の申出に理由がないと認めるときは、その旨を評価番に記載する。

3 第二条第二項に規定する高等裁判所長官は、評価権者が行った前項の修正又は

記載について、調整及び補充を行う。

4 評価権者は、第二項の修正後の評価番（高等裁判所長官が前項の手続により調

整又は補充を行った場合にはその調整又は補充を行った評価書）の記載内容又は

第一項の申出に理由がないと認める旨を、第二項の手続の終了後（高等裁判所長

官が前項の手続を行った場合にはその終了後）に第一項の申出をした裁判官に通

知する。

（実施の細則）

第六条この規則の実施に関し必要な事項は、最高裁判所が定める。

附則

この規則は、平成十六年四月 一日から施行する。

(原文は縦霧き）
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最高裁人任E第421号

（人い－1）

タ

平成16年3月26日

殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿

高等裁判所長官

地方裁判所長

家庭裁判所長

最高裁判所首席調査官

最高裁判所事務総局局課長

司法研修所長

裁判所書記官研修所長

家庭裁判所調査官研修所長
1

最高裁判所事務総長竹崎博允

裁判官の人事評価に関する規則の運用について（依命通達） ・

裁判官の人事評価に関する規則（平成16年最高裁判所規則第1号。以下「規則」

という。 ）の運用については，下記のとおり定めましたから， これによって<ださ

い。

なお，簡易裁判所に対しては，所管の地方裁判所長から伝達してください。

記

第1 人事評価の実施

1 人事評価の基準日，評価期間等

人事評価は，毎年1回， 8月1日を基準日とし，前年の基準日から基準日の

前日までの期間を対象として行う。

2評価対象裁判官

人事評価は， 1の基準日に在職する判事，判事補及び簡易裁判所判事を対象

として行う。
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3評価権者

（1）簡易裁判所判事と兼任している判事又は判事補の人事評価については，判

事又は判事補の評価権者が行う。

（2）複数の裁判所に補職されている裁判官の人事評価については，本務庁（簡

易裁判所である場合は，その所在地を管轄する地方裁判所）の長を評価権者

とする。ただし，評価対象裁判官が主として兼務庁において職務を行ってい

る場合であって，人事評価を適正に行う上で必要があるときは，本務庁の長

及び兼務庁の長の協議により，兼務庁の長を評価権者とすることができる。

（3）規則第2条第3項の規定により定める評価権者は，次のとおりとする。

ア地方裁判所長又は家庭裁判所長の人事評価については，その所属する裁

判所の所在地を管轄する高等裁判所の長官を評価権者とする。

イ補職されている裁判所（以下「補職庁」 という。 ） と異なる裁判所の裁

判官の職務を行う裁判官の人事評価については，補職庁の長（複数の裁判

所に補職されている裁判官については， (2)による評価権者）を評価権者と

する。ただし，評価対象裁判官が主として補職庁と異なる裁判所の裁判官

の職務を行っている場合であって，人事評価を適正に行う上で必要がある

ときには，補職庁の長及び職務代行を命じられている裁判所（以下「職務

代行庁」 .という。 ）の長の協議により，職務代行庁の長を評価権者とする

ことができる。

ウ最高裁判所事務総局の事務次長，審議官又は局課長の人事評価について

は，最高裁判所事務総長を評価権者とする。

エ最高裁判所事務総局の各局課に勤務する裁判官（局課長を除く。 ）の人

事評価については，その勤務する局課の局誤長を評価権者とする。

オ最高裁判所の裁判所調査官（首席調査官を除く。 ）の人事評価について

は，最高裁判所首席調査官を評価権者とする。

力最高裁判所の研修所に勤務する裁判官（研修所長を除く。 ）の人事評価

0

〕

＃
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については，その勤務する研修所の所長を評価権者とする。

4裁判所外部からの情報の把握

裁判所外部からの裁判官の人事評価に関する情報については，その裁判官が

所属する裁判所（簡易裁判所である場合は，その所在地を管轄する地方裁判所

） .の総務課において受け付ける。この場合においては，情報の的確性を検証で

きるようにするという観点から，原則として，当該情報を提供した者の氏名及

び連絡先を記載した書面であって具体的な根拠となる事実を記載したものによ

って，情報の提供を受けるものとする。

5規則第3条第3項の書面の提出期限

評価権者は，毎年，規則第8条第3項の書面の提出期限を定める。

6 人事評価のための面談

評価権者は,規則第4条の人事評価を記載した書面(以下｢評価書jという

． 。 ）の作成に先立って,評価対象裁判官と規則第3条第3項に定める面談を行

う。ただし，評価権者は，評価対象裁判官の人数等の事情に照らし自ら面談を

行うことが困難な場合には，人事局長が定めるところにより， この面談を，下

級裁判所事務処理規則（昭和23年最高裁判所規則第16号）第22条第1項

に定める高等裁判所長官，地方裁判所長若しくは家庭裁判所長の司法行政事務

を代理する者，同規則第3条第1項の規定により支部長を命じられた裁判官又

は裁判所法第37条の規定により簡易裁判所の司法行政事務を掌理する者に指

名された裁判官に代行させることができる｡

7評価書の作成方法

評価権者は，規則第3条第1項に定める評価項目について，別紙に掲げる評

価の視点を踏まえ，文章式で記載する方法により評価書を作成する。

第2評価書の開示

1 開示の申出期間

評価権者は，毎年，その年に作成された評価書について1週間の開示の申出

１
１

『
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期間を定める。

2開示の方法

1の期間内に，評価対象裁判官から口頭又は書面を提出する方法により評価

書の開示の申出があったときは，評価権者は，評価書（規則第2条第2項の高

等裁判所の長官による調整及び補充が行われる場合には，その調整及び補充後

のもの）の写しを交付する方法により，開示する。

3不服のある場合の手続

1 不服の申出の方法

規則第5条第1項に定める不服の申出は，評価書を開示した日から1週間以

内に，その理由を具体的に記載した書面を提出する方法により行う。

2調査

1の不服の申出があった場合には，評価権者は, ･不服を申し出た裁判官に必

要な説明を求め，その他の者に対して説明その他の必要な協力を依頼し，又は

必要な調査を行うも.のとする。

3評価書の記載内容の修正等及び通知

（1）評価権者は， 2の調査の結果，不服の申出に理由があると認める場合は評

価書に付記する方法により評価書の記載内容を修正し，不服の申出に理由が

ないと認める場合はその旨を評価書に付記する。

（2）規則第2条第2項の高等裁判所の長官は， (1)により付記がされた評価書に

付記する方法により調整及び補充をする。

（3）規則第5条第4項の通知は， (1)又は(2)により付記がされた評価書の写しを

不服を申し出た裁判官に交付する方法により行う。

4評価書等の保管等

評価書その他人事評価に関する書面の保管等については，人事局長が定める。

9

第3

I

第4

第5 その他 、

この通達に定めるもののほか，裁判官の人事評価の運用に関し必要な事項は，
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人事局長が定める。

付記

1 この通達は,平成16年4月1日から実施する。

2平成16年8月1日を基準日として行う人事評価の評価期間は，2平成16年8月1日を基準日として行う人4 平成15年8

月1日から平成16年7月31日までとする。

一、
、

、
垂

、
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(別紙）

評価項目及び評価の視点

1．事件を適切に処理するのに必要な資質・能力（事件処理能力）

○法律知識，法的判断に必要な資質・能力（法的判断能力）

・ 法律知識の正確性&十分性

・ 法的問題についての理解力・分析力・整理力・応用力

・ 証拠を適切に評価する能力

・ 法的判断を適切に表現する能力

・ 合理的な期間内に調査等を遂げて判断を形成する能力など

○裁判手続を合理的に運営するのに必要な資質・能力（手続運営能力）

・ 法廷等における弁論等の指揮能力

・ 当事者との意思疎通能力

・ 担当事件全般を．円滑に進行させる能力など

Ｉ

2部等を適切に運営するのに必要な資質・能力（組織運営能力）

・ 部又は裁判所組織全体を円滑に運営式る能力

・ 職員に対する指導能力

・ 職員・裁判官等に適切に対応する能力など

3裁判官として職務を行う上で必要な一般的資質・能力（一般的資質・能力）

○識見
）

． 幅広い教養に支えられた視野の広さ

・ 人間性に対する洞察力

・ 社会事象に対する理解力など

○人物・性格

廉直さ，公平さ，寛容さ，勤勉さ，忍耐力， 自制心，決断力，慎重さ, 1

さ，思考の柔軟性，独立の気概，精神的勇気，責任感，協調性，積極性

など

慎重さ，注意深

積極性
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最高裁人任E第422号

（人い－1）

平成16年3月26日

殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿

高等裁判所長官

地方裁判所長

家庭裁判所長

最高裁判所首席調査官

最高裁判所事務総局局課長

司法研修所長

裁判所書記官研修所長

家庭裁判所調査官研修所長

一等

１
！

最高裁判所事務総局人事局長山崎敏充

裁判官の人事評価の実施等について（通達）

平成16年3月26日付け最高裁人任E第421号事務総長依命通達「裁判官の

人事評価に関する規則の運用について」 ．(以下「総長依命通達」 という。）記第1

の6及び記第5の定めに基づき，標記の実施等について下記のとおり定めましたか

ら， これによってください。

なお，簡易裁判所に対しては，所管の地方裁判所長から伝達してください。

記

第1 人事評価の実施

1 評価対象裁判官への評価権者に関する通知

総長依命通達記第1の3の(2)のただし書又は同(3)のイのただし書の定めによ

り評価権者を定めた場合には， 当該評価権者は，その旨を評価対象裁判官に通

知する。

2評価情報の把握

ノ
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(1)評価期間の途中で評価権者又は評価対象裁判官に異動があった場合におい

て必要があるときは，評価権者は，前任の評価権者又は評価対象裁判官の異

動前の評価権者から情報を得るものとする。ただし，その評価権者が裁判所

に在職していない場合は， この限りでない。

(2) 評価権者は，必要に応じて，評価対象裁判官が補職されている裁判所の長

又は総長依命通達記第1の3の(3)のイの職務代行庁の長から情報を得るもの

とする。

3裁判官第三カード

（1）総長依命通達記第1の5の書面（以下「裁判官第三カード」 という｡）は，

別紙様式第1による。

（2） 評価権者は，裁判官第三カードの提出期限を評価対象裁判官に通知する。

（3） 評価権者は，裁判官第三カードが提出された後評価書を作成するまでに評

価対象裁判官が異動した場合には，同人が作成した裁判官第三カードを速や

かに異動後の評価権者に送付する。

（4）裁判官第三カードは， ・5の(2)から(4)までの定めにより評価書を提出する際

に，評価番と共に提出する。

4人事評価のための面談の代行

評価権者は，総長依命通達記第1の6のただし書きの定めにより面談を代行

させる必要があると認める場合には，あらかじめ人事局長と協議する。

5評価書の作成及び提出

(1)総長依命通達記第1の7の評価書は，別紙様式第2により作成する。

（2） 地方裁判所長及び家庭裁判所長は，その作成した評価書を，裁判官の人事

評価に関する規則(平成16年最高裁判所規則第1号｡以下｢規則」という｡）

第2条第2項の高等裁判所の長官に対し，その定める日までに提出する。

（3） 高等裁判所長官は，その作成した評価書並びに地方裁判所長及び家庭裁判

所長から提出された評価書(規則第2条第2項の調整及び補充後のもの）を，

I

』
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人事局長に対し，その定める日までに提出する。規則第2条第2項の調整及

び補充後の評価書については，その写しを評価権者に送付する。

（4）最高裁判所の事務総局局課長，首席調査官及び研修所長は，作成した評価

書を，人事局長に対し，その定める日までに提出する。

（5） 規則第5条第1項に定める不服の申出があった場合は， (3)及び(4)の評価書

の提出は，同条第4項の通知後速やかに行う。

第2評価書の開示手続

1 開示の申出

評価書の開示の申出は，評価権者の所属する裁判所の人事課長（人事課長の

腫かれていない裁判所及び最高裁判所の研修所にあっては総務課長，研修所を

除く最高裁判所にあっては人事局任用課長）が口頭又は別紙様式第3による評

価書の開示申出書により受け付ける。

2 開示の申出の期間の通知

評価権者は，毎年，開示の申出の期間を評価対象裁判官に通知する。

3 開示の記録

評価書を開示した場合には，開示した日を適宜の方法により記録する。

第3不服がある場合の手続

1 不服の申出

規則第5条第1項に定める不服の申出は，別紙様式第4による不服申出書を

第2の1に定める人事課長に提出して行う。

2評価権者が地方裁判所長又は家庭裁判所長である場合の取扱い

（1） 評価権者は，規則第2条第2項の高等裁判所の長官から評価書の送付を受

け，総長依命通達記第3の3の(1)に従って評価書に付記した上，不服申出書

と共に規則第2条第2項の高等裁判所の長官に提出する。

（2） (1)の高等裁判所の長官は，総長依命通達記第3の3の(2)に従って評価書に

付記した上，不服申出書と共に人事局長あてに提出する。

、

Q

句
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(3) (2)の高等裁判所の長官は， (2)の付記をした評価書の写しを評価権者に送付

し，評価権者は， これを不服を申し出た裁判官に交付する。

3評価権者が地方裁判所長及び家庭裁判所長以外の者である場合の取扱い

（1）評価権者は，総長依命通達記第3の3の(1)に従って評価書に付記した上，

不服申出書と共に人事局長あてに提出する。

(2)評価権者は， (1)の付記をした評価書の写しを不服を申し出た裁判官に交付

する。

付記

この通達は，平成16年4月1日から実施する。
,
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(別紙様式第1）

裁判官第 カー ド三

画に二菫］ 平成 年 月 日現在

１
．
Ｊ

、

■

■
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氏名

(年齢）
（ 歳）

⑨

所
属
庁

』

職名 口所長口支部長口部総括口司蟻者□

現任地勤務年月数 年 月 （現所属庁勤務年月数 年 月）

現在の担当

事務・割合

民 事（ ％）

（専門部等

刑 事（ ％）

家 事（ ％）

少 ‘年（ ％）

司法行政（ ％）

ｊ
ｊ
ｊ

％
％
％

く
く
く

現在までの

担当事務等

とその年月

数

民 事 ・年 月

内訳（執行） 年 月

月
月

年
年

ｊ
ｊ

く
く

刑 事 年 月

家 事 年 月

少 年

司法行政

年
年
年
年
年
年

月
月
月
月
月
月

月
月
月
月

年
年
年
年

合計 年 月

単独訴訟事件を扱っていた期間 民事 年 月 刑事 年 月

自己の職務に関する客観的な事実及びそれに関連する状況， それらに対する所感等



(別紙様式第2）

睡到
評価書（平成○○年）

－ご一口■一一一一一一・■－－－－－－－－口■－－－－－－－－－－－一一一一一一一一一一一一一一一一一一q■‐一一一口ｰ一－一一‐‐ｰ‐一睡ｰｰｰｰｰ‐ｰー●■手一一一

昭和○○年○○月○○日生[評価対象裁判官氏名］

[評価対象裁判官の所属裁判所］［評価対象裁判官の官名］○○期

一一ーー■■ー‐ー■■ーーー＝ーー‐ー‐ーｰーーローーーーーーｰ一堂一■■－－ーーー■■ｰーｰ一一一一一一一一■■一－一一I■■一一一~~ｰ一一ｰ一一一一-ｰ‐ｰーー－－－

I

平成○○年○月○日

［評価権者職名］ [評価権者氏名］ 印

一一一，■■一一■■，－－－-－1■■一一一一一｛■■－－－－－－－－－1■■ ’■■－1■■ ！■■ ！■■ ‘■■ ‘■■■■ ‘■■ ■■一一一一一ｰｰ一ｰ－，■■■■－－1■■ー■■ー‘■■ーー‘■■ーーーーーｰ＝ｰ一一一■■■■一一一■■■■

平成○○年○月○日

○○高等裁判所長官○○○○印
､
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(別紙様式第3）

平成○○年○○月○○日

[評価権者職名］ 殿

[申出者の所属裁判所及び官名］

[申出者の記名押印］

評価書の開示申出書

私に係る本年度の評価書の開示を申し出ます。

『
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(別紙様式第4）

平成○○年○○月○○日

[評価権者職名］ 殿

[不服申出者の所属裁判所及び官名］

[不服申出者の記名押印］

不服申出書

の記載内容について,下記のとおり不服がありますの

、

で，私に係る本年度の評価書

申し出ます。

記

(不服の理由）
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裁 判 宮 の 給 与
(平31． 1． 1現在）

1 俸給
銭判官の細酬等
2脳手当

(1)支給状況

別紙のとおり

戸＝●垂

｝

(注)O印は支給されるものを， ×印は支給されないものを示す。｡

(2)手当の内容

63

給 与 種 目 段間裁判所の裁判官及び高等裁
判所長官

判事及び4号以上の報酬を受け
る簡易裁判所判事

判事補及び5号以下の報酬を受
ける簡易餓判所判事 ，

初任給碩整手当 × × O(判事補5号以下に限る。 ）

扶 養 手 当 × × 0

地 域手 当 0 0 0

広域異勵手当 × ○ ○

住 居 手 当 × × ○

通 勤 手 当 ○ ○ 0

単身赴任手当 ×（商裁長官は○） ○ 0

特殊勤務手当 × × ○

特地勤務手当 × ○ ○

期 末 手 当 ○
●

○ ○

鋤 勉 手 当 × ○ ○

寒冷地手当 ×（測裁長官はO) ○ ○

裁判官特別勘務手当 × ○（平日深夜は×）
I

O(判11F柚11号以下は×）

極 目 支． 給 額 等

初任給鯛整手当 1の別紙参照

扶養手当

■4

※満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳の年度末までの子1人につき月額5, 000円を
加算

扶養親族の種類 扶 養 手 当 額

配偶者 6 、 500円

棚22鰻に達する日以後の最初
の3月31Bまでの間にある子

各10 3 000円

満22歳に達する日以後の最初
の3月31日までの間にある孫，
弟及び妹

60歳以上の父母及び祖父母

重度心身障害者

各6 〃 500円

地域手当 (報酬，扶義手当の月額の合計額） ×支給割合

支給割合 支 給 地 域

1級地(20%) 東京都特別区

2級地（16％） 大阪市，横浜市ほか

3級地（15％） 名古屋市， さいたま市，千葉市ほか

4級地（12％） 立川市，神戸市ほか

5級地(10%) 広島市，福岡市，京都市，堺市ほか

6級地（6％） 仙台市，高松市，静岡市ほか

7級地（3％） 札幌市，北九州市ほか



！
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種 目 支 給 額 等

広域異動手当 (報酬，扶義手当の月額の合計額） ×支給割合
※支給劉合は，異動等前後の宮署間の距離が①300キロメートル以上の場合100分の10, 60キロメート
ル以上300キロメートル未潤の場合100分の5(平成26年度以前の異動等に係る場合は①100分の60
②100分の3,平成27年度の異動等に係る場合は,O100分の8,@100分の4)
※地域手当との併給鯛整あり ．

住居手当 (ア）借家，借間 家賃12,000超23,000以下･…家賃－12,000
家賃23,000超55,000未満･…（家賃-23,000)÷2+11,000
家賃550000以上'･27,000 _(単位円，

(イ）配偶者等の居住する借家（単身赴任手当受給職員に限る。 ） （ア）の額
100円未満切捨）
の2分の1の額

通勤手当 6か月定期券等の価額（1か月当たり55, 0.00円を限度) ,異動等に伴い新幹線等を利用する職員に
ついては， 6か月定期券等の価額（特別料金分）の2分の1の額（1か月当たり20, 000円を限度）
を加算

単身赴任手当 基礎額
加算額
30, 000円
職員の住居から配偶者の住居までの距離に応じて最商70, 00.0円

特殊勤務手当 帰還困難区域において行う作業に従寮した日1日につき, 6, 600円(3, 960円) ,@1
0円，居住伽眼区域において行う作業に鈴事した日1．日につき,O3, 300円(1, 980円）
60円

※①は屋外において行うもの，
もの
※同一の日において，
い ⑥

９
９

33

②6

②は屋内において行うもの， （ ）内は作業従事時間が4時間に満たないの

2以上の作業に従事した場合は，手当の額が蛾も商いもの以外の手当は支給しな

特地勤務手当 （ （異動時の（報酬十扶養手当）の月額×1/2＋支給時の（報酬十扶養手当）の月額×1/2) ) ×支給翻合

(準特地勤務手当）
上腿官糾又は佐渡，
＋扶養手当）の月額の

高森若しくは夕張への異動に伴って住居を移転した職員には，
6％以下を支給（夕張は冬期に限る． ）

別に異動時の（報酬

支給割合 宮 署

5級地(20%) 徳之島（鹿児島）

4級地（16％） 八丈島（東京）

3級地（12％） 新島（東京） ､．

･平良（那覇）

上県（長崎〉 P 名瀬・種子島・屋久勘・甑島（鹿児島） ，石垣

2級地（ 8％） 伊豆大肋（東京） 0 西郷（松江） オ 厳原・五島・新上五島・壱岐､(長崎）

1級地（ 4％） 寿都（函館〕※冬期は2級地

期末手当 ･報酬輔の①2． 6，②2． 2，③1． 4，④3． 35月分～級酬の号に応じた加算措睡あり
［6月‘ 12月・･ ･･各①1． 3，②1． 1,@0. 7,@1.675月分］
※①は判IIF"5～12号，簡裁判事10～17号，②は判事補1～4号，側鋭判事5～9号，③は判事，
簡裁判事特号及び簡裁判事1～4号の報酬を受ける叙判官，④は股高栽長官，最高錨判事及び高載長官
※支給削合は平成31年4月1日から適用されるもの。

勤勉手当 槻剛輔の①1． 85，②2． 25，③1． 95月分～報酬の号に応じた加算措置あり
［6月， 12月･･ ･･各①0． 925，②1． 125，③0． 975月分］
※①～③の区分は「期末手当」欄に同じ
※支給割合は平成31年4月1日から適用されるもの。

寒冷地手当 支給地域に在勤する職風に対し， 11月から翌年3月まで毎月支給 （単位円）

区分 支 給 地 域

世 帯 主

扶義親族あり 扶養親族なし

非世帯主

1級地 旭川，帯広，北見ほか 26 け 380 14 ， 580 10 ロ 340

2級地 札幌，釧路，小樽ほか 23 〃 360 13 8 060 8 9 800

3級地 函館，室蘭，浦河ほか 22 ロ 540 12 0 860 8 9 600

4級地 青森県内，山形，盛岡，長野ほか 17 、 800 10 3 200 7 、 360

裁判官特別勤務
手当

①裁判所の休日の臨時又は緊急の必要等による勤務及び②平日深夜の睦時又は緊急の必要による勤務各1
回につき，
判事 簡鎮判事特～
判事補
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(平成31年1月1日現在）

（単位:円）裁判官･検察官の給与月額表
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1裁判官及び検察官の項中， 「判｣， 「補｣， 「簡｣， 「検｣及び｢副｣は,それぞれ判事,判事補,簡易裁判所判事,検事及び副検事を示し,○印は,裁判官の報酬等に関す
る法律第15条の報酬又は検察官の俸給等に関する法律第9条の俸給を,アラビア数字は,前記両法律別表の号を示す。
2地域手当は,東京都(特別区)(支給割合:20％)の場合の月額による(東京都(特別区)は1級地に該当)。
3扶養手当は,配偶者(6,500円)及び子1人(10,000円)を扶養親族とする場合の月額による。
4初任給調整手当は,副検事には支給されない。
5 「補5,簡10,検13,副8｣から｢補12,簡17,検20,副15｣までの｢月額の合計｣及び｢年収合計額｣の各欄は,初任給調整手当を受ける者についての額を掲げた。

6期末手当及び勤勉手当は,各支給月ごとの月額を掲げた。
ただし, 「高裁長官｣及び｢次長検事･検事長j以上の者は,期末手当(3.35月分)のみで,勤勉手当の支給はない｡また, 「判1～8｣， 「簡○～4｣， 「検1～8｣及び｢副○
～2｣の者は,期末手当(1.4月分)及び勤勉手当(1.95月分)を, 「補1～4｣, 「簡5～9｣， ｢検9～12』及び｢副3～7jの者については,期末手当(2.2月分)及び勤勉手
当(2.25月分)を, 『補5｣， 「簡10｣,「検13j及び｢副8｣以下の者については,期末手当(2､6月分)及び勤勉手当(1.85月分)をそれぞれ掲げた。
なお,これらの手当の算定の基礎となる給与には, 「補2』， ｢簡7｣， ｢検10｣及び｢副5｣以上の者については報酬又は捧給月額の25%を, ｢補3,4｣,「簡8,9｣,「検11,
12｣及び｢副6,7｣の者については報酬又は俸給月額の15％を加算した上,これらの者については更に報酬又は俸給月額にこれに対する地域手当を加えた額の20％を
加算し, 「補5～8｣， 「簡10～13｣， ｢検13～16｣及び｢副8～11｣の者については報酬又は捧給月額にこれに対する地域手当鋤ﾛえた額のﾕ5％を, 『補9,10j,「簡14,
15｣， 「検17,18｣及び｢副12,13』の者については報酬又は俸給月額にこれに対する地域手当鋤ﾛえた額の10%を, 「補11,12｣,「簡16,17｣,「検19,20｣及び｢副1
4～16jの者については報酬又は鰐合月額にこれに対する地域手当鋤ﾛえた額の5%鋤ﾛ算した。

一
軍



裁判官の休暇・休業について

裁判官についても，一般職の国家公務員に認められている休暇，休業等とほぼ同様

のものが認められる。もっとも，勤務時間の概念がないことから，時間単位の休暇取

得は認められない（年次休暇以外は，すべて1日単位の取得となる。 ） 。

1 年次休暇
年間20日付与され， 1日又は半日単位で取得できる。

１
，
Ｊ

2主な特別休暇

○結婚休暇
L

結婚式，新婚旅行等のため，結婚5日前から結婚後1か月の間で

連続する5日間取得できる。

O産前休暇
女性裁判官が，出産予定日の6週間（多胎妊娠では14週間）前

から出産日まで取得できる。 ※制度一覧参照

O産後休暇
女性裁判官が，出産日の翌日から原則8週間取得する。

※制度一覧参照

○配偶者

出産休暇
男性裁判官が，配偶者の出産時に2日間取得できる。

※制度一覧参照

Ｉ

○育児参加休暇
男性裁判官が，配偶者の産前・産後休暇期間中に育児のため5日

間取得できる。 ※制度一覧参照
〃

○子の看腫休暇
未就学の子を看護するために年に5日間（子が2人以上の場合は

10日間）取得できる。 ※制度一覧参照

[意壼忘壼壼二百扇姦悪斎~票扇臺三憂霊~）
○短期介謹休暇

67



○忌引休暇
親族が死亡した場合に取得できる（日数は，裁判官本人と親族の

関係によって異なる。 ） 。

O夏季休暇
夏季に連続する3日間取得できる。

3病気休暇
負傷又は疾病のため療養する必要があるときに認められる（病気

休暇の訓求事由の確認を求められたときは，診断書等の証明書類を

提出する必要がある。 ） 。
口～

、

I

4介瞳休暇
親族を介惑するため通算6か月までの3回以下の期間(指定期間）

内において取得できる。短期介護休暇と異なり，介設休暇期間中は，

無報酬となる。 ※制度一覧参照

5育児休業

子を饗青するため，子が3歳に達する日までの間取得できる。育

児休業期間中は，無報酬となる。

※産後パパ育休

男性裁判官は，出産日から57日間（女性裁判官が，産後休暇

を取得する期間）にも育児休業を取得することができる。

※制度一覧参照
＃

6配偶者

同行休業
配偶者が，外国で勤務，留学等をする場合に3年間取得できる。

配偶者同行休業期間中は，無報酬となる。

7その他
人間ドックや妊産婦の健康診査のため，勤務しないことの承認を

●

受けることができる。
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仕事と家庭生活の両立のための制度一覧

休暇等 ’ 留意事項等期間等

＊休暇願により申し出る｡．

＊出産予定の女性裁判官から申出があれば休暇が成立

するものであり，休暇の承認は必要ない。

分娩予定日を含む6週間（多

胎妊娠の場合は14週間）前か

ら出産した日まで。出産が分娩

予定日より遅れた堀合，分娩予

定日の翌日から出産した日まで

申出の更新があったもの･とす

る。

0

4

＊産後とは，妊娠満12週以後の分娩後をいい，妊娠

満12週以後の流産・早産でも適用される。

＊出産した女性裁判官は，休暇願によることなく，出

産した旨を甑溌螺適当篭方法で届け出ればよい．

なお，出産という事由が存すれば休暇が成立するも

のであるから，承認自体は不要である。

産後8週間を経過しない女性

裁判官を勤務させてはならない

(就業禁止期間）。ただし，産後

6週間を経過した後，当咳裁判

官が賄求した錫合において，医

師が支脈がないと組めた業務に

腕かせることは差し支えない。

～

）

＊裁判官の嚢の出産に係る入院若しくは退院の際の付

添い，出産時の付添い又は出産に係る入院中の世話，

子の出生の届出雑のために勤務しない堀合。

＊州I官の妻には，獅因の届出をしないが，事実上蛎

姻関係と同雛の事傭にある者を含む。

＊出産とは，妊娠満12迦以後の分娩をいう。

（期間）

執判官の妻が出産するため病

院に入院する等の日から出産の

日後2週間を経過するまでの期

間内に’ 2日の鮠囲内の期間。

（休暇の単位）

1日 ’

＊当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するま

での子を菱青する栽判官がこれらの子の誰育のために

勤務しないことが相当であると鰯められるとき。

＊裁判官の妻には， メ郷の届出をしないが，事実上婚

姻関係と同犠の事塘にある者を含む。

＊出産とは，妊娠満12週以後の分娩をいう。

＊小学校就学の#鋤に達するまでとは，満6歳に達す

る日以後の簸初の3月31日までをいい，子には，実

子，養子のほか妻の子も含む。

＊子を養育するとは，その子と同居してこれらを監鱗

することをいい，同居には通幣は家族として同居して

いるものの業務の事情等により一時的に住居を異にし

ている場合も含む｡単身赴任中であっても,取得可能。

＊他に養育可能な者がいる場合であっても，裁判官自

身が子を養育するという実態があれば認められる曇

〈期間）

裁判官の妻が出産する場合で

あって，その出産予定日の6週

間（多胎妊娠の溺合にあってば，

ユ4週間）前の日から当咳出産

の日後8週間の期間内に， 5日

の範囲内の期間。

<休暇の単位）

エ日

！

１
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■ I ●

留意事項等期間等休暇等 ■ ■

＊小学校就学の始期に達するまでの子を養育する裁判

官が，その子の看甑のため，勤務じないことが相当と
認められる場合。

＊小学校就学の始期に達するまでとは，満6歳に達す

る日以後の最初の3月31日までをいい，子には，実

､子，養子のほか配偶者の子も含む。

＊子を養育3－るとは，その子と同居してこれらを監識

することをいい，同居には通常は家族として同居して

いるものの業務の調宵棒により一時的に住居を異にし

ている場合も含む｡単身赴任中であっても,取得可能。

＊證餓とは，負傷，疾病による治療，療養中の漏捕及

び通院等の世階の他,予防接種や健康謝脈を受けさせ
ることをいう。

＊負傷，疾捕は，特定の症状や程庇に限るものではな

く，風邪，発熱等を含めてあらゆる負傷，疾病が含ま

れる。なお,機能回復WIIMI (リハビリ）は含まれ鞍い。

＊他に希謹を行い得る者がいる場合であっても，子が

負侮，疾病により蒜破の必要があり，執判官が実磁に

その悲碓に従事する堀合は露められる。

＊要介鯉者の介樅を必要としている状態が2週間以上
引き統いている場合において，要介髄者の介鯉及び要

介腰者の必要な世垢をするために腿められる休暇｡要
介鯉者の必要な世話だけを行う珊合にも開められる。

＊裁判官の他に要介砿者の介波難を現に行っている裁
判官がいる溺合には，短期介波休暇は肥められない。

＊休暇の鯖求のたびに「嬰介渡者の状態雑申出啓」を

提出する。

〈期間）

1年（1月1日から12月3

1日ま‘で)に5日〈対象となる子

が2人以上の場合は10日）の

範囲内の期間｡，

（休暇の単位）

1日

|

ｂ
ｑ
ｆ

、

（期間）

1年〈1月1日から12月3
1日まで〕に5日腰介鯉者が2

入以上の場合は10日）の純囲
内の期間。

（休暇の単位）

1日

＊要介雄者の介砿を必要としている状態が2週間以上

引き統いている場合において，裁判官以外に当咳要介

渡者を介融する者がいない場合に介謹休暇を取得する

ことができる（ユー2日程度で治る風邪聯のようなご

く短期間の看謹のためには，介謹休暇は利用できな

い。）。

＊休暇の脳求は「あらかじめ」行う必要があり，率後

の舗求は認められない。

＊休暇の事由を確認するための証明襟の提出が必要な

事案はそれほど多くないものと考えられるから，証明

書の提出を求めないのが原則的運用となろう。

＊勤務しない日につき，給与額を減額する。なお，介

護休暇開始の日から3か月を超えない期間，共済組合

に対して介護休業手当金舗求審を提出することによ

り‘介鯉休業手当金として標準報酬の日額の40％に

相当する金額価用保険給付相当額を超える場合には

その額。 ） ･が支給される。

（期間）

要介雄者の各々が介遡を必要

とする一の継続する状態ごと

（傷病の種類，数，年齢を問わ

ず，要介謹状態にある者が日常

生活を営めないような状態が引

き続いている,間ごとという趣旨

である。）に,通算6か月までの

3回以下の期間(指定期間)内に

おいて必要と認められる期間

（休暇の単位）

I日

)
一

叩

一
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期．間等 ’ 留意事項等
1

休暇等 －

＊育児休業を始めようとする日の1か月前までに，育
児休業承認諮求書に必要事項を記入し，子の出生の証

明書類を添付の上（育児休業の期間延長は，子の出生

を証明する審類の添付は必要ない｡ ） ，所属庁の人事
裸（人事裸のない庁においては総務脈）に提出して誼

求する。ただし，やむを得ない事傭等により舗求が遅
れた堀合等に，請求が閲められないという趣旨ではな

い。

＊再度の育児休業を予定している場合は，育児休業等

計画密に必要事項を記入して育児休業承認購求轡とと
もに提出する。

＊給与（報酬及び諸手当）は支給されないが，期朱・

勤勉手当については,基準日（6月1日， エ2月1日)･ ’

に棚臓を取得していても･蓬鎚圖以輸‘か月以内｜
に縦判官の鋤務した捌間等に応じて，当骸避準日に係，

る期末・効勉手当が支給される。

なお，共済組合に対して育児休莱手当金術求播を拠i
出することにより，その子が1撒(※1）に逮する日

までの育児休業期間について，育児休業手当金が支絵
される。その額は，育児休業日数1日につき椴準報酬

の日額の50%に相当する金額（育児休業期間が18
0日に達するまでの期間については67％・腿用保険

給付相当額を超える珊合にはその額）である。その子
が1歳に達するまでのいずれかの日において，認周考

が育児休莱をしている場合は,その子が1歳2か月(※
1）に達する日までの育児休業期間について育児休業

手当金が支給される。ただし，この場合であっても，

支給される額は1年分（※2〉が限度となる。

※1その子が1歳に達した日後の期間について育

児休業をすることが必要と紹められる場合に該
当するときは1年6か月まで延長される。

※2その子が1歳に達した日後の期間について育
児休業を承ることが必要と認められる場合に該
当するときは1年6か月分となる。なお，これら

の期間には産後休暇が含まれる。

そのほかに,育児休業等期間掛金免除申請番を

提出することにより，育児休業を開始した日の属

する月から，育児休業が終了する日の翌日の属す
る月の前月までの共済組合掛金が免除される。

（対象者）

3歳未満の子を義青する裁判

官は,配偶者の就業の有無,育児

休業等の取得の有無等の子の義

育状況にかかわりなく，育児休

業を取得することができる。

（期間）

子が3歳に達する日（満3歳

の誕生日の前日）までの裁判官

が希望する期間。男性裁判官に

ついては子の出生の日から育児

休業を取得ずることができる。

子の出生の日から57日間に育

児休業(産後パパ育休)を取得し

た男性裁判官は，特別の率情が

なくても,もう一度,育児休業を

取得することができる。

女性戦判官については産後休

暇終了日の翌日から育児休業を

取得することができる。

育児休業期閥は原則として1

回,子が8歳に趣する日まで延
長することができる。

（回数）

同戸の子について，特別の事
怖がある場合を除き，育児休業

は1回に限る。産後パパ背休を

取得した男性裁判官は，特別の

事情がなくても,もう一度,育児

休業を取得することができる。

町
印
。
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【参考】出産，育児に関して裁判官が利用できる主な制度
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○裁判官及び裁判官の秘書官の年吹休暇等に関する規程

（昭和60年12月18日最高裁判所規程第5号) (抄）

の年次休暇、病気休暇及び特裁判官及び裁判官の秘書官（以下「裁判官等」 という。 ）
e

別休暇については、裁判官等以外の裁判所職員の例による。

(原文は縦審き）

宇一

b
b

6

ｊ
，
ノ

~

73



下級裁判所の裁判官の休暇等の取扱要綱

13高等裁判所長官申合せ）
14－ 部 改 正）
9－ 部 改 正）
10－ 部 改 正）
11－ 部 改 正）
13－ 部 改 正）
25－ 部 改 正）
19－ 部 改 正）

(昭和52．
(昭和58‘
(昭和61．
(平成3．
(平成5．
(平成8．
(平成11．
(平成15．

●
０
Ｑ
●
Ｑ
●
●
●

●
１
１
１
１
１
６
１
６

１
１

1年次休暇

年次休暇の日数のうち10日は，できる限り， 7月21日から8月31日まで

の間（以下「夏期j という。）に取得させるものとすること。

2年次休暇の連続取得

（1） 在職15年以上の裁判官については， 10年間に1回，本人の選択する時季

に，年次休暇を10日以上連続して取得することができるよう配慮するものと

すること。

（2） 前項の定めにより年次休暇を取得しようとする裁判官は，下記の表記載の申

請期限までに，所属する裁判所の長(簡易裁判所に勤務する裁判官にあっては，

その所在地を管轄する地方裁判所の長。以下「所属庁の長」 という。）に申請

するものとし，所属庁の長は，事務に支障がある場合を除き， これを承認する

Ｌ
Ｂ
０
ｉ
，
。、

ノ

ものとすること。

3 夏期在宅研究等

（1）裁判官は，夏期に， 10日を超えない期間，記録の調査，法律の研究等のた

め，在宅研究を行うことができるものとすること。

74

年次休暇の連続取得の始期 申請期限

4月1日から9月30日 2月末日

10月1日から3月31日 8月末日



(2) 夏期における年次休暇（2の定めにより取得するものを除く。)，夏季休暇

及び前項の在宅研究は，特別の事由のない限り，併せて20日を超えないもの

とすること。

4内国旅行

裁判官は， 1泊以上の私事旅行をする場合には，所属庁の長に旅行届を提出す

るものとすること。ただし，部の事務を総括する裁判官，支部長，司法行政事務

を掌理する裁判官又は所属庁の長にあらかじめ緊急連絡先（携帯電話の電話番号

を含む｡）を届け出ることにより，緊急時に連絡を取ることができる場合には’

これに代えることができるものとすること。

5外国旅行

（1）裁判官は，外国へ私事旅行をする場合には，あらかじめ，所属庁の長（高等

裁判所長官，地方裁判所長及び家庭裁判所長にあっては，最高裁判所長官）の

承認を受けなければならないものとすること。

（2）裁判官の外国への私事旅行は，特別の事由のない限り，次に掲げる各要件を

備えていなければならないものとすること。

ア 日曜日，土曜日，休日，年次休暇又は特別休暇を使用するものであること。

イ事務に支障のないものであること。 ‘

ウ本邦と外交関係のある国又はこれに準ずる地域へのものであること。

§

』
一
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緊急連絡先届

所属

氏名

現在の住居の電話番号1

1■■■■■一

＃－

｝

自宅（1以外にある場合）の電話番号2

一
ー

緊急連絡先（(1)又は(2)のいずれかの記餓で足りる｡）3

(1)世帯主等の氏名

続柄等

ノ
一

電話番号

ー一

(2)携帯電話

一
一
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裁判官が他の職務に従事する場合の許可等について

平3． 12， 27人能A第14号

高等長官，地方，家庭所長，

最高事務総局局課長， 3研修

所長，最高図書館長宛て事務

総長依命通達

改正 平4人能A第18号

平6人能A第27号

平13人能A第8号

平16人能A第11号

平17人能A第001716号

平28人能第311号

平30人任第2958号

裁判官が他の職務に従事する場合（一定事項の調査，研究，執筆等に継続的又は

定期的に従事する場合を含む。以下同じ。 ）の裁判所法（昭和22年法律第59号）

第52条第2号の規定による最高裁判所の許可等について下記のとおり定めました

ので， これによってください。

』
一

記

第1 報酬を得て他の職務に従事する場合

1 裁判官が報酬（旅費，宿泊料等実費弁償に相当するものを除く。以下同じ。 ）

を得て他の職務に従事する場合の裁判所法第52条第2号に規定する最高裁判

所の許可は，その従事しようとする職務が裁判官としての職務の遂行に支障が

ないと認められる場合その他同法の精神に反しないと認められる場合に限り行

77



ジ

ブ。

2 下級裁判所に勤務する裁判官（高等裁判所長官を除く。 ）が報酬を得て大学

等の講師の職を兼ねる場合（継続的又は定期的に兼ねる場合に限る。 ）の裁判

所法第52条第2号に規定する最高裁判所の許可は，その所属する裁判所（簡

易裁判所に勤務する裁判官にあってはその所在地を管轄する地方裁判所。以下

「所属庁」 という。 ）が高等裁判所である場合にあっては当該高等裁判所，所

属庁が地方裁判所又は家庭裁判所である場合にあっては当該地方裁判所又は家

庭裁判所を管轄する高等裁判所が行うことができる。ただし，当該許可は最高

裁判所名で行うものとする。

3 2に定める許可は，次に定める基準に該当する場合に限り行うことができる。

ただし， この基準によることができない特別の事情がある場合には，最高裁判

所の承認を得て許可することができる。

（1） 担当する授業時間が官庁の執務時間外であること。

（2） 担当する授業時間数が次の範囲内であること。

ア講師の職を兼ねる期間が3か月以上である場合には，授業時間数が1週

間につき2時間を超えないこと。

イ講師の職を兼ねる期間が3か月末満である場合には，授業時間数が1週

間につき6時間を超えないこと。

第2 報酬を得ないで他の職務に従事する場合

1 裁判官は，報酬を得ないで，他の職務に従事する場合（2及び3に定める場

合を除く。 ）には，あらかじめ所属庁の許可を受けなければならない。ただし，

次に掲げる団体の役員，顧問又は評議員（これらと同種のものを含む。以下「

役員等」 という。 ）の職を兼ねるときは， この限りでない。

（1） 国家公務員等共済組合連合会及びこれに設置された機関

（2）裁判所の職員又は法曹関係者を構成員とし，その親睦，互助，研さん等を

目的とする団体

１
０
１

１
Ｊ
／
ｰ'
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（3）居住地域の町内会及び自治会並びに居住するマンションの管理組合 ‘

（4） 子弟の学校のPTA

（5） 出身学校の同窓会，同期会等の親睦団体

（6） (1)から(5)までに掲げる団体に準ずる団体であって，所属庁がその団体の役

員等の職を兼ねることが裁判官としての職務の遂行に支障がないことが明白

であると認めて指定するもの

2裁判官は，報酬を得ないで，国又は公共的団体に設置された委員会，協議会

及び審議会（これらと同種のものを含む。以下「委員会等』 という。 ）の委員，

幹事又は評議員（これらと同種のものを含む。以下「委員等」という。 ）の職

を兼ねる場合には， 3に定める場合を除くほか， あらかじめ最高裁判所の許可

を受けなければならない。

3 裁判官は，報酬を得ないで，地方公共団体に設渥された委員会等並びに各弁

護士会に設置された資格審査会，懲戒委員会及び綱紀委員会の委員等の職を兼

ねる場合には， あらかじめ所属庁の許可を受けなければならない。

4 1から3までに定める許可については，第1の1の定めを準用する。

5 2に定める最高裁判所の許可を求める場合には， 当該委員会等の設置目的及

び構成， 当該委員等の職務内容，職務に従事する時間等を明らかにした設置要

綱等の資料を添付する。

第3許可手続

1 裁判官は，裁判所法第52条第2号に規定し，又は第2に定める許可（以下

「兼職の許可」 という。 ）を申請する場合には，他の職務に従事し，又は委員

等の職を兼ねることとなる日 （兼職の許可を更新する場合にあっては，兼職の

。 許可がされた期間の満了する日。以下「兼職開始予定日」 という。 ）の1か月

前までに，所属庁に対し，別紙様式による『裁判官兼職許可申請書」 （以下「

兼職申請書」 という。 ） 2部を提出しなければならない。ただし， 当該提出期

限までに提出できない特別の事情があるとき・は， 当該事情が解消した後，速や

戸へ
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かに提出するものとする。

2所属庁は， 申請に係る兼職の許可の権限を有しない兼職申請書の提出を受け

たときは， 当該申請に対する意見を付した上，兼職開始予定日の2週間前まで

、 に， 当該兼職申請雷を最高裁判所事務総局人事局長（第1の2に定める許可に

ついては，権限を有する高等裁判所の高等裁判所長官）宛てに送付する。

3 次に掲げるものの手続は， 1及び2に定めるもののほか，最高裁判所長官が

別に定める。

（1） 裁判所法第52条第2号に規定する許可

（2） 第1の3ただし書に定める最高裁判所の承認

（3）最高裁判所に勤務する裁判官についての第2の1及び3に定める許可

（4） 第2の2に定める最高裁判所の許可

第4許可の期間

兼職の許可の期間は， 2年以内とする。

第5 委員会等の委員等への推薦

1 委員会等の委員等への委嘱について関係機関から裁判官の推薦依頼があった

場合の推購は，委員会等で中央官庁及び日本弁護士連合会に設置されたものの

委員等については最高裁判所が，その他の委員会等の委員等については所属庁

が行う。

2所属庁は， 1に定める推薦をする場合には，地方公共団体に設置された委員

会等並びに各弁護士会に設置された資格審査会，懲戒委員会及び綱紀委員会の

委員等にその所属の裁判官を推薦するときを除き，最高裁判所の承認を得なけ

ればならない。

3 1に定める推薦については第1の1の定めを， 2に定める最高裁判所の承認

を求める場合には第2の5の定めを，それぞれ準用する。

4 1に定める最高裁判所の推薦及び2に定める最高裁判所の承認の手続は， 3

に定めるもののほか，最高裁判所長官が別に定める。

一一
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5裁判官が最高裁判所又は所属庁の推薦により委員会等の委員等の職を兼ねる

場合には，裁判所法第52条第.2号に規定する許可又は第2の1から3までに

定める許可を受けたものとみなす。

第6研修会等講師の推薦

1 研修会，講演会等の講師への裁判官の推薦は，所属庁が行う。

2 1の推薦については，次に定める基準をいずれも満たす場合に限り，行うこ

とができる。

（1）研修会，講演会等が国，地方公共団体又は公共的団体の行うものであるこ

と。

（2）研修会,講演会等の目的,趣旨,講義内容,対象者等の諸般の事情を総合
して裁判所の職務の公正に疑義が生ずるおそれがないことが明白であること。

（3） 事務･の円滑な運営に支障を生じさせないこと。

3 1の推薦を行う場合において，下級裁判所事務処理規則（昭和23年最高裁

判所規則第16号）第27条本文に規定する手続は， これを省略することがで

きる。

付記

1 この通達は，平成31年1月1日から実施する。

2 この通達の実施前に行われた他の職務に従事する場合の許可（許可を受けたと

みなされるものを含む。 ）は， この通達による改正後の平成3年12月27日付

け最高裁人能A第14号事務総長依命通達「裁判官が他の職務に従事する場合の

許可等について」によって行われたものとみなす。
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(別紙様式）

）

ノ

82

裁判官兼職許可申請書

御中

年 月 日

(申請者） 印

次のとおり他の職務に従事することの許可を申請します。

1 申請者について

氏名 生年月日 年 月 日 （ 歳）

現住所

所属庁 官名 開廷日

2他の職務の名称等について

名称

所在地

報酬 口有 口無?

円
円

収
収
月
年

1回 円

事業内容

勤務態様及び勤務時間
口常勤 口非常勤

勤務曜日 （曜日）

時から 時まで

平均して， 1年 日

1月 日 力 1日時間

週延べ 時間

他の職務に従事する期間

口新規 口継続

《
日
●
毎

.年 月 日から

年 月 日まで

（ 年間）

役職名及び職務内容



ー

I

ノ

(記入要領）

1 口の設けられている項目は，該当する□の中にしを付し，又は■とする。

2 「他の職務に従事する期間」欄は，許可は2年を超えない範囲で与えられ

るので，他の職務に従事する予定の期間が2年を超える場合には， この箇所

の括弧内に2年間と記入する。

3 「許可申請についての意見」欄は，許可権者が最高裁判所の場合に記入す

る。
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3他の職務に従事することが官職に与える影響

4他の職務に従事する理由

5許可申請についての意見

0

許
可
権
者

口許可する 口許可しない 口条件付きで許可する

年 月 日

(条件 ）



平成24年2月24日

職 員各位

最高裁判所事務総局人事局能率課

インターネットを利用する際の服務規律の遵守について

昨今，掲示板，ブログなどのインターネット上のサービスを利用した個人による

情報発信が広がってきている中，掲示板上に個人情報が掲載され不特定多数人が閲

覧できる状態になっていたという事例や，公務員が職務上知り得た秘密に当たる可

能性のある情報が発信されていたという事例など，インターネットの不適切な利用

に関する報道もされているところです。

裁判所職員がインターネット上のサービスを利用して職場や職務に関わる情報を

発信する場合，その内容によっては国家公務員法上の守秘義務に抵触する可能性が

あるほか，守秘義務に抵触しない場合でも，事件関係者を侮辱したり誹誇中傷した

りするような内容が含まれていれば，同法上禁止されている信用失墜行為に該当す

ることもあります。

ついては，裁判所職員として法規を遵守することについて重い職責を負っている

ことを改めて認識し，国民からの信頼が損なわれることのないように，インターネ

ットの利用に際しては， より一層の注意を心掛けてください。

今､

，

！
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平成25年7月19日

職 員各位

最高裁判所事務総局人事局能率課

インターネットを利用する際の服務規律の遵守について

この度，総務省から，他の行政府省におけるインターネットの不適切な利用を踏

まえて，別添の「国家公務員のソーシャルメディアの私的利用に当たっての留意点』

（以下「留意点」 という。 ）が示されました。

裁判所においては，平成24年2月24日付けで当課から「インターネットを利

用する際の服務規律の遵守について」 と題する書面を発出し，インターネット上の

サービスを利用して情報を発信するに際しては， より一層の注意を心掛けるよう，

お知らせしたところです。

裁判所職員が,来庁者や事件関係者等を侮辱又は誹誇中傷するなどした場合には，

国家公務員法上禁止されている信用失墜行為に該当する可能性があり， また，職場

や職務に関する情報を発信した場合には，その内容によって同法上の守秘義務に抵

触する可能性もあります。

ついては，裁判所職員としての重い職責を改めて自覚し，国民からの信頼を損ね

ることのないよう，インターネットの利用に際し，留意点に記職されている事項を

参考にして，服務規律の遵守に努めてください。

、
■
６
■
ず
。

へ

Ｉ

ノ
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【
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鰯総務省
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国家公務員のソーシャルメディア
の私的利用に当たっての留意点

総務省人事。恩給局

平成25年6月

ニム堵

１
１

1

1．はじめに
…＝垂＝

－＝一b－ 岳＝.ー

~‐ 、]‐、『‐ー~I頃:脚 、雪.』

○本来、ソーシャルメディアの私的利用は、個人の自覚と責任において、自由に行

うべきものであることは言うまでもありませんが、ソーシャルメディアに関する

重大な問題事例が発生した事態に鑑み、以下に記載するソーシャルメディアの特

性を踏まえて、ソーシャルメディアの私的利用に当たっての留意点をよく理解し
建

て利用するよう注意を促すものです。 剛司

的’

ノ

鴬
ー

○「ソーシャルメディア」とは、ブログ、ソーシャルネットワーキングサービス、

動画共有サイトなど利用者が情報を発信し、形成していくメディアをいいます。

利用者同士のつながりを促進する様々なしかけが用意されており、互いの関係を

鶏雲
視覚的に把握できるのが特徴であるとされています。

ワL
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2.ソーシャルメディアの特性(その1）

o手軽かつ即時に発信できるという強みがある!○発言の一部分が切り取られる等により､本人
反面､熟考することなく発信してしまう利用｜ の意図しない形で伝播するおそれがあること。

者が多いこと。

！○匿名での発信や氏名又は所属する組織の一部

○-旦発信を行うと､インターネットその他のI を明らかにせずに行う発信であっても､過去

情報通信ネットワークを通じて急速に拡散しI の発信等から発信者又はその所属する組織の

てしまい､当該発信やｱｶｳﾝﾄを削除して｜ 特定がなされるおそれがあることや､国家公
も第三者によって保存され､半永久的に拡散i 務屋としての発信とみられる場合には､組織
され続けるおそれがあること。 i や職員の評判に関わるおそれがあること。

○様ﾉﾏな属性や価値観､意見を有する者が利用I

する公共的葱空間であること｡特定の閲覧者｜

の間での発信であったとしても､閲覧者が内｜
害を転載し､更に第三者が引用する等により I

拡散されるおそれがあること。

! . 3

、

2.ソーシャルメディアの特性(その2）
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○発信の一つ一つは断片的な情報を内容とする

ものであっても、複数の断片的な情報を組み

合わせ、又は他の情報と照らし合わせること

により、特定の内容を有する惰報として理解

されるおそれがあること。また、一つ一つの

発信の内容には特段の問題がない場合であっ

ても、全体として不適切な内容と取られるお

それがあること。

○人間関係をインターネット上に可視化するサ

ービスであるため、匿名で利用するインター

ネット上のサービスと比較して、人間関係に

まつわるトラブルが生じやすいこと。

○継続的なつながりのある者同士でメッセージ
ロ p

を交換する場合には、軽率に不適切な内容を

発信したり、他の者の発信の内容について自

らその真偽を確認せずに拡散させたりしてし

まいがちであること。
4



3．ソーシャルメディアの私的利用に当たっての留意点
(1)国家公職員として特に留意すべき事項一一-一一一一=一一一一一

○所属又は氏名の一部又は全部を明らかにして

発信する場合においては、その発信が自らが

所属する組織の見解を示すものでない旨を自

己紹介欄等であらかじめ断ることが必要であ

ること。

また、その旨を断ったとしてもなおその発

信が当該組織の見解であるかのように誤解さ

れ、一人歩きするおそれがあることから、発

信の内容が個人の見解に基づくものである場

合には、その旨が明確に分かるような記述を

心がけること。さらに、職務に関連する内容

については、発信の可否も含め、慎重に取り

扱うこと。

量皇篁9

・特に、国家公務員法に規定する寄秘義務、信

用失墜行為の禁止や政治的行為の制限に違反

する発信を行わないこと。なお、次に掲げる

発信は、信用失墜行為に該当する場合がある

こと。

．~･職務の公正性又は中立性に疑蕊を生じさせるおそ

れの内容のある発信

･他人や組織を誹誇中傷する内容や他人に不快又は

嫌悪の念を起こさせるような発信

・公序良俗に反する内容の発信、他人の権利利益を

侵害するおそれがある内容の発信及び社会規範に

‐反する発信(差別的発言等）

･蹴務専念義務が課せられていることに鑑み、

出張中の移動時間や超過勤務時間を含め、勤

務時間中の発信は行わないこと。

一
己
－
９
３
４

○業務上支給されている端末を用いて発信を行

わないこと。
5

へ

０
３
１
６
２

3.ソーシャルメディアの私的利用に当たっての留意点
(2)その他一般的に留意すべき亭項 …一一＝3ー三m

９
１
１
１
１
１
１

燕
郡

オ

○利用するソーシャルメディアの規約､仕組み､ ’○事実に反する情報や単なる噂の拡散への加担
０
１

設定等を事前に十分に確認しておくこと。 ｜ は､慎むこと。
１
１
１
１
１
１

ノ
〆

○ｿｰｼｬﾙﾒデｨｱの特性を踏まえ､発信し’○事実であるかどうかの裏づけを得ていない情■

守

I

ようとする場合には､その内容を事前に改め｜ 報に基づく発信や不確かな内容の発信を慎む
1

I とともに､発信する場合にはその旨を明らかて確認すること。 t

U

I にすること。

○思想信条や宗教誤衝突を招きやすく、細心’
1

の注意を払う必要のある事柄を話題とする場！

特に慎重な発信を心がけること。合には、

○他人の個人情報、南像、プライバシー等に関i

わる内容の発信に当たっては､関係者の同意i
をあらかじめ得ておく等必要な措置をあらかI

●
〔
叩
耳
、
》

０
１
１
０
８
８
８
３
８
１
。
ｎ
ｘ
Ｕ

－
』Ｉ合口場１↓じめ講じておくこと。それができな

6

は、発信を慎むこと。



S・ソーシャルメディアの私的利用に当たっての留意点
(霞)その他一般的に留意すべき事項
ー輯■

塵淨篠瀦応1
○誹誇中傷､不当な批判その他不快又は嫌悪の

念を起こさせるような発信を受けた場合で

あっても、感情的に対応しないよう心がける

こと。また、内容によっては、ソーシャルメ

ディア上で引き続き取り扱うことが望ましく

・ない場合や、返答そのものを控えるべき場合

もあることを踏まえ、ソーシャルメディア上

での応答にこだわらないこと。

|④裳全管理措置’
○自己又は他人のプライバシーに関する情報を

意に反して公開してしまわないよう、ソー

1 シャルメディアの設定を十分に確認すること。

|o面識のない者からｿｰｼｬﾙﾒデｨｱ上の交
｜ 流（「友達」関係の形成等）の申し出を受け

た場合には、安易に受諾しないこと。自己の

情報の開示対象者を一定の範囲の者（「友

| ‘ 達」のみ鞘に限定している場合であっても、

| ‘ 当該申出に応ずることにより情報が漏えいす

る危険性が高まることに留意すること。○事実に反する発信、他人に不快又は嫌悪の念

を起こさせるような発信その他の不適切な発

信を行ったことを自覚した場合には、当該発

信を削除するに留まることなく、訂正やお詫

びを行うなど誠実な対応を心がけること。ま

た、事案に応じて上司等に相談すること。

~、

｝

Ｉヘ
つ
“凱・

7

S｡ソーシャルメディアの私的利用に当たっての留意点
(2)その他一般的に留意すべき事項

廿町且造呈ターロ

’職霧詫鈍蝉闇蓋■鰯潅姻.』

○アカウントが乗っ取られること等がないよう、

ログイン名及びパスワードの管理を適切に行

うこと。

○ソーシャルメディア上のアプリケーションの

中には自動的に発信を行う機能を有するもの

があることに鑑み、その利用の際にはその動

作等に注意すること。
ノ

○発信を行う際に発言、画像等に位置情報を自

動的に付与する機能を有するｻｰビｽが多数

あるため、当該サービスを利用する場合には、

当該位寵情報を他人に知られることの影淫に

ついて留意するとともに、必要に応じて当該

○ソーシャルボタン（「いいね」ボタン等）に

ついては、これを押下することにより意図せ

ぬ発信を行ってしまう場合があることに鑑み、

その挙動等に注意すること。

機能の停止等の対応を行うこ ’ －－＝－－－＝－－戸~一一一一‘ーｰｰｰ'■｡，■･＝＝一一ロローーーーー弓

l l※本資料の作成に当たっては、中崎 I

i l尚弁護士(ｱﾝダｰｿﾝ｡毛利｡友常l
I I法律事務所）及び板倉陽一郎弁護士｜
I 1

!I(ひかり総合法律事務所)に御協力い｜
剛ただきました。
1 1-...‘........._.…..."-.--..-..........---..-...‘_-...-,----.-..I

○通信端末、パソコン等のウイルス対策を怠ら

ないこと。特にスマートフォンではアプリ

ケーションを装ったウィルスに注意すること。 8

－
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最高裁人能第5．35号

（人い－12）

平成29年7月3日

高等裁判所長官

地方裁判所長

家庭裁判所長

最高裁判所首席調査官

最高裁判所大法廷首席書記官

最高裁判所事務総局局課長

司法研修所長

裁判所職員総合研修所長

最高裁判所図書館長

殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿

へ

１
１
Ｊ

f

幸彦今 崎最高裁判所事務総長

裁判所職員の旧姓使用について（通達）

裁判所職員（以下「職員」 という。 ）が，戸籍上の氏

改めた後も，改姓前の戸籍姓（以下「旧姓」 という。 ）

記のとおり定めましたから， これによってください。

記

対象

）(以下「戸籍姓」 という。）
一

を使用することについて，を改めた後も，改姓前の戸謝

下記のとおり定めましたから，

1 対象

旧姓使用の対象は，別紙に掲げる文書等（給与の支給及び共済組合の事務に関

する文書を除く。以下「対象文書等」という。 ） とする。

2 申出手続等

（1）職員が対象文書等に旧姓を使用しようとする場合には，あらかじめ別紙様式

90



第1により作成した旧姓使用申出書（以下「申出書」 という。 ）を当該職員が

所属する裁判所の長（最高裁判所に勤務する職員については，別に定める者，

簡易裁判所又は検察審査会に勤務する職員については，その所在地を管轄する

地方裁判所の長。以下「所属庁の長』 という。 ）に提出して申し出る。 ．

（2） 申出書には，戸籍姓及び使用する旧姓を証する書面（以下「証明資料」 とい

う。 ）を添付しなければならない。ただし，改姓前に申出をする場合，戸籍の

作成に一定の時間を要する場合その他の申出時に証明資料を提出できない相当

の理由がある場合には，後日これを提出することができる。

（3）所属庁の長は， (2)の定めにかかわらず，人事記録等により当該申出を行った

職員の戸籍姓及び使用する旧姓を確認できるときは，証明蜜料の提出を省略さ

せることができる。

（4）所属庁の長は， (1)の定めによる申出を受けたときは，証明資料又は人事記録

等により， 当該申出を行った職員の戸鰭姓及び使用する旧姓を確認し，当該職

員に対し，別紙様式第2により作成した旧姓使用通知審（以下「通知書」 とい

う。 ）により旧姓使用を開始する旨を通知する。ただし， (2)ただし雷に定める

場合には，所属庁の長は， 当該職員に対し，通知譜により旧姓使用を開始する

旨を通知し，その後に提出された証明資料により戸籍姓及び使用する旧姓を確

認する。

（5） 旧姓は，通知書に記載された使用開始日から使用する。

（6） 旧姓を使用する職員は，対象文書等の全てについて， 旧姓を使用する。

3 中止手続

職員が旧姓使用を中止しようとする場合には，あらかじめ別紙様式第3により

作成した旧姓使用中止届（以下「中止届」 という。 ）により，所属庁の長に届け

出るものとし， 中止届に記載された使用中止希望日から旧姓を使用しない。

4所属庁の長の管理

所属庁の長は，対象文書等に表れた者，対象文書等の作成者等が職員本人とそ

～

、

）

）
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れぞれ同一であることを明確にするため，最高裁判所事務総局人事局長が定める

方法により， 旧姓を使用する職員の戸籍姓及び使用する旧姓を管理する。

5 その他

この通達に定めるもののほか， この通達の実施に関し必要な事項は，最高裁判

所事務総局人事局長が定める。

付記

1 この通達は，平成29年9月1日から実施する。

2 この通達の実施前に行われた旧姓使用の申出又は旧姓使用を開始する旨の通知

は， 当該戸籍姓及び使用する旧姓が証明資料又は人事記録等で確認されたものに
ー

；

限り， この通達の記2の定めにより行われた申出又は通知とみなす。

1

げ
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（別紙）

1職場における呼称

2職員の配置に関する文書

3職員録（各裁判所で作成しているもの）

4原稿執筆

5協議会に関する文書（職員以外の者が参加する協議会に関するものを除く。 ）

6決裁票，供覧票，回覧票

7 司法行政上の連絡文書

8 図書の受入及び貸出に関する文書

9職員を対象とする試験及び選考に関する文書

10人事異動通知譜（裁判官に関するものを除く。 ）

11 裁判官第二カード，裁判官第三カード

12身上報告書

13辞職願（裁判官の退官願を除く。 ）

14 出勤簿（登庁簿を含む。 ）

15人事評価に関する文書

16研修及び研究会に関する文書（裁判所以外の機関が実施する研修及び研究会

に関する.ものを除く。 ）

17外国旅行又は海外渡航の申請，承認及び通知に関する文書

18兼職又は兼業の申請承認，許可及び通知に関する文書

19 勤務時間休日及び休暇並びにその他の職務専念義務免除の申請，承認及び

通知に関する文書

20育児休業， 自己啓発等休業及び配偶者同行休業の申請，承認及び通知に関す

る文書

21 表彰に関する文書

22職員に対する注意書

１
・
Ｊ
Ｊ

÷〆
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職員に対する分限処分及び懲戒処分に関する文書

旅菱支給事務に関する文書

裁判事務の分配，裁判官の配置及び裁判官に差し支えのある

23職員に対すゎガド

24旅菱支給事務にI

25裁判事務の分配，

を定めた文書

ときの代理順序

裁判関係文書

旧姓使用中止届

６
７
２
２

も
し
Ｄ
９
Ｂ
〃

０
も
争

ノ
二一
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(別紙様式第1）

年 月 日

旧姓使用申出書

○○○○裁判所長殿

所
官
氏

属
職
名

ーや

1

印

下記のとおり旧姓を使用したいので， 申し出ます。

各

記

1 使用する旧姓

(改姓後の戸籍上の氏※ ）

2改姓年月日

3改姓事由
』

ダ

4 旧姓の使用開始希望日

(担当者使用欄）

年 月 日証明資料等により確認済印

※ 「改姓後の戸籍上の氏」欄には，改姓前に申出をする場合にのみ記載する。
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(別紙様式第2）

年 月 日

○○○○殿

○○○○裁判所長○○○○

通 知

○○月○○日付け旧姓使用申出書に基づき，下記のとおり旧姓使用を開始するの
一

Ｉ

で，お知らせします。

記

1 使用する旧姓

2 旧姓の使用開始日

P

96



(別紙様式第3）

年 月 日

旧姓使用中止届

○○○○裁判所長殿
ウ

属
職
‐
名

所
官
氏

<、

印

下記のとおり旧姓の使用を中止したいので，届け出ます。

記

中止する旧姓1

戸籍上の氏2

湖
》 旧姓の使用中止希望日3
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下級裁判所の裁判官の倫理の保持に関する申合せ

（平成12年6月15日高等裁判所長官申合せ）

裁判官の倫理については， これまで，永年にわたる努力の積み重ねにより高い

職業倫理が保持されてきたところであるが， この度，国家公務員倫理法が施行さ

れたことにかんがみ，裁判官は，事件当事者等との関係において，同法， これに

基づく政令及び最高裁判所規則の定める倫理規範を尊重するものとすること。
ー

１
卜

Ｄ
Ｊ
ノ
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｢下級裁判所の裁判官の倫理の保持に関する申合せj (平成12年6月15

日高等裁判所長官申合せ）の説明

近時国家公務員による不祥事が相次いだことに対し，国民から厳しい批判がな

され，国家公務員全体に対して厳正な服務規律の保持が求められるようになった

ため，平成12年4月から国家公務員倫理法（以下「倫理法」という。 ） ， これ

に基づく国家公務員倫理規程（以下「倫理規程」という。 ）及び裁判所職員の倫

理の保持を図るため必要な事項を定めた裁判所職員倫理規則（以下「倫理規則」

という。 ）が施行された。

裁判官の倫理については， これまで，永年にわたる努力の積み重ねにより，裁

判所内部に良き伝統が確立され，極めて高い職業倫理が保持されてきており， こ

の点に関しては，広く国民から信頼を受けてきたところである。倫理法の制定に

当たっては，裁判官弾劾法を始めとする裁判官固有の倫理保持のための法制度が

確立されていることや，上記の良き伝統に加えて，職務の性質上他の公務員のよ

うな不祥事が生じることが考えにくいこと等の理由から，裁判官は，同法等の適

用の対象外とされた。しかし，倫理法等の規定内容には，倫理法3条や倫理規程

1条のように裁判官が行動する際にも当然に念頭においておくべき倫理原則及び

倫理行動基準や，倫理規則2条1号，同条3号，同条4号及び倫理規程2条3項

の利害関係者に関する諸規定並びに同規程3条， 4条1項及び5条ないし9条の

規定のように裁判官の倫理保持のための具体的行動基準としてもふさわしく，尊

重すべき性質のものが含まれている。国家公務員全体に対して厳正な服務規律の

保持を求める国民の意識や倫理法等の適用を受ける検察官等一般職の国家公務員

とのバランスを考えると，裁判官においても，倫理法，倫理規程及び倫理規則の

上記各規定の趣旨・内容を尊重して行動することが望ましいのではないかと思わ

れる。そして， このような姿勢を申し合せることによって，裁判官の職務の公正

に対する国民の信頼をより一層確たるものにすることができると考えられる。

、
◆
ｊ

ヘー

１
９
、

Ｉ

■一心・つ
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0

高裁長官の申合せというものの性質上,倫理法･倫理規程が定めるもののうち，

倫理法6条ないし8条に規定される贈与等の報告については，本申合せの対象外
とした。また，倫理規程8条に規定される倫理監督官への届出及び同規程9条1
項に規定される倫理監督官の承認に係る事項については，裁判官の独立性にかん

がみ，裁判官について倫理監督官制度を設けず，個々の裁判官の自律的判断に委
ねることが相当であると考えられる。

なお，確立された裁判官の職業倫理に照らして従来から相当でないと考えられ

ている行為が，本申合せの対象とした倫理規程の禁止行為に該当しないという理

由で許容されることになるものでないことは言うまでもない。また，本申合せの

趣旨に照らせば，本申合せで尊重すべきものとした倫理観範に触れる行為をした
圭旦今k字迂害竺、針曇少太れるか香かは． これまでと同様に，当該行為の性質等を場合に注意等の対象とされるか否かは，

》

考慮し，裁判官倫理に照らして判断されるべきものである。

，
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参 考

ここに示す解釈及び具体的事例は,倫理法等に関する人事院の解釈や，これまで各

庁から照会のあった事例に対する検討結果等に基づき，最高裁人事局において参考

のために取りまとめたものである（平成30年12月20日更新版） 。

1 利害関係者

個々の裁判官の担当する職務に照らして，倫理規則2条1号，同条3号，同条4

号及び倫理規程2条3項所定の者に相当する者をいう。

（1）倫理規則2条1号（事件当事者）関係

自己の担当する事件の当事者，その代理人,被告人，その弁護人や起訴検事，

公判立会検事は利害関係者に当たる。利害関係者についての倫理規則の規定は

限定列挙であるから，例えば,決裁官たる検事正等のように当事者等に対して監

督的立場にある者であっても，利害関係者には当たらない。

その他本号所定の事件に関する事務との関係での利害関係者該当性について

は別紙1のとおり。

該当者が本号の利害関係者である期間は，事件係属の時から事件の確定又は

上訴による移審等により，事件を担当する可能性がなくなる時までである。

なお，事件の当事者となろうとしていることが明らかである者も利害関係者

に当たる。これは，現在事件の当事者となっていないが，通常の注意力をもって

すれば，将来事件の当事者となろうとしていることが明らかな者をいう。 「当事

者」になろうとする者のみが問題となり，弁護人等になろうとする者は該当しな

、

勺

＃

Ｉ

い。

(2)倫理規則2条3号（裁判以外の不利益処分の名あて人）及び倫理規則2条4

号（契約締結者）関係

これら各号は，司法行政事務に従事する裁判官（地家裁所長等）について問題．

となる。
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3号関係の具体例としては，国家公務員法等による懲戒処分や国有財産法1

8条6項による使用許可の取消処分が，4号関係の具体例としては,物品納入契

約，役務調達契約及び工事請負契約がある。 ‘ ′

これら処分又は契約に関する事務に携わる裁判官にとって，処分の名あて人

や契約の相手方は利害関係者となる。

（3）倫理規程2条3項（影響力の行使）関係

他の職員又は裁判官の利害霞係者が, これらの者に対する当該裁判官の官職
に基づく影響力を行使させることにより自らの利益を図るために， 当該裁判官

と接触していることが明らかな場合，右の者は同裁判官にとっても利害関係者

に当たる。

例えば,事件の当事者が，部総括の裁判官としての影響力を当該部所属の事件

担当書記官に行使させることで，同譜記官から有利な取扱いを受けるために同

裁判官と接触していることが明らかな場合は，右の当事者は同裁判官にとって

利害関係者となる。

本項の場合,利害関係者の上記目的が明らかであればよく，当該裁判官の官職

が職員等に対する影響力を行使し得る権限を有しているか否かは関係ない。

（4） その他

以下の各団体については， 当該団体自体が(1)ないし(31のいずれかの要件を充

足する場合には利害関係者となるが，それ以外の場合は利害関係者に当たらな

い(当該団体構成員の一部が利害関係者であるときは,構成員個々に対する関係

でのみ考えればよい。 ） 。

日本弁護士連合会及び各単位弁護士会， 日本司法書士会連合会及び各単位司

法書士会, 。 .(財）法曹会， （財）司法協会， 日本裁判所書記官協議会，全国家庭

裁判所調査官研究協議会， （財） 日本調停協会連合会及び各調停協会等 ．

2利害関係者との間で禁止される行為等

利害関係者との間で禁止される行為，禁止行為の例外,留意点については,別紙

2のとおり

、
8

16 －

も
。
、
Ｇ
Ｊ
〃
・

〃
》（
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’ 利害関係者との間で問題となり得る行為

(1)飲食を伴う会合について

●利害関係者から供応接待を受けることは原則としてしてはならない(罷雛3条

1項6診卿。

「供応」とは酒食によるもてなしのこと。 「接待」は酒食以外の方法によるも

てなしのこと。

●職務として出席した会議において，利害関係者から茶菓又は簡素な飲食物

の提供を受けること，若しくは，多数の者(204糊上)が出席する立食パーティ

ーにおいて,利害関係者から飲食物の提供を受けることは,倫理規程に触れる

ことはない(同雛3条澱5号職'し7号鋼。

●利害関係者であっても，私的な関係(裁判官としての身分にかかわらない関

係）がある場合には，職務上の利害関係の状況，私的な関係の経緯及び現在の

状況並びにその行おうとする行為の態様等により，公正な職務の執行に対す

る国民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り， 当該利害

関係者から供応接待を受けることができる(同鵬4巣l嚇胤)。

●自己の飲食に要する識用について自分で饗用を負担するか，又は利害関係

者以外の第三者が費用を負担するのであれば，利害関係者と共に飲食するこ

とは, .原則として問題ない(同雛8"M)。しかし，倫理規程上問題がない場合で

あっても，事件関係者との飲食については,裁判官倫理上おのずから別論とさ

れるであろう。

●地家裁所長や高裁事務局長が，調停運営協議会等の懇親会に招待されて会

合に参加する場合には，同会等の構成員に利害関係者が含まれていても，会合

の趣旨・目的に照らし，許容されることが多いであろう。

(2)譜演・執筆等について

●利害関係者からの講演･執筆等の依頼については,公正な職務の執行に対す

る国民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することとなる職雛

蜂1輪卿。

3

●

、
８
９

l

ノ
〆
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この判断に際しては，利害関係者の性格（公的団体か否か等） ・利害関係の

原因となる事件の性格･依頼がなされた経緯(事件についての便宜供与等を期

待したものと見られる事情があるか否か等） ・依頼内容（一般的な知識の提供

や研修的性格なものか否か等)等を考慮することになるが,利害関係者からの

依頼は原則的には断ることが望ましいであろう。

なお，この場合の報酬については，講演の場合1時間あたり2万円程度，執

筆の場合400字あたり4000円程度を超えないことが基準とされている

（雛2W･Hl2.4.6A"A6鵠理鰭髄諺照)。

4その他

（1）監修料

補助金や国が支出する饗用で作成される書籍等及び当該職員の属する国の機

関が過半数を買い入れる書籍等については，その監修や編さんを行ったことに

対する報酬を受けることはできない(同雛6"M)｡

（2）倫理の保持を阻害する行為の禁止

●他の職員が倫理規程違反の行為によって得た財産上の利益であることを知

りながら，その利益を受け取ったり，享受することはできない(同鵬淵卿)。

●倫理法等に違反する疑いのある事実について,虚偽の申述をしたり，隠ぺい

することはできない(同雛7条2鯵卿。

●部下職員の倫理法等に違反する疑いのある事実を黙認してはいけない(同鵬7

撫鯵照)。

～

１
Ｊ

Ｈ
Ｊ
ノ

以上に掲げられた倫理法,倫理規程，倫理規則及び通達の参照条文のほか,平成1

．2年4月6日付人能A第6号倫理監督官通達(雛鉦:軸28年l朗21日)，同日付人能A7号

人事局長通達(雛齪:"17¥4月1H)の各参照条文該当箇所を参考にされたい。

略語:倫理法＝国家公務員倫理法･倫理規程＝国家公務員倫理規程・倫理規則＝裁判

所職員倫理規則
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別紙1

利害関係者該当性(倫理規則2条1号関係)一覧表

6

、
６
七
●
０

仁

ノ

105

事件類型 事件関係人 該当性
。

該当性判断にあたって特に考慮された要素

全事件共通 事件当事者(原告･被告･甲立
人･相手方･被告人･被疑者．
検察官等）

代理人･弁渡人

鑑定人･通訳人．

鉦人

閲卿欝写申諸人

○

○

×

×

×

●

6

縦判所が職椛で解任し：
５
－
冠 るとする明文の規定がない(解釈上は可罷）

破産事件 破産管財人

破産偵椛者･財団債椛者

○

○

明文上裁判所の監督権がある

手織上の椛利を行使する者である

執行事件 所有者

解価人

催告に応じて届出をした使椛
者･圃受申出人･間受人

鮪三債務者

○

×

○

○

事件の当事者である

評価人を辞めさせるのは民執法20条で準用される氏溜FE120朱駒疋
の命令の取消によるもので, I慨樋解任ではない

手続上の権利を行使する渚である

事件の当りF者である

会社更生事件 更生慨権者･担保樋者

株主

保全幡理人･監将委負･澗盃
委侭･管財人

○

△

○

手 礎上の椛利を行使する者である

評決栂等行使の堀合は手綴上の稲謬りを行便する者である

明文上裁判所の監暢椛がある

執行官事務 執行官補助者(技術者･事務
貝）

×

刑事事件 被害者

押送担当聯員

保謹観辮官

△

×

×

公判手織に参加するときは蛎件の当事者

家事事件 不在者財産管理人･相繊財産

管理人･後見人･保佐人･後見
監督人･保佐監督人･補助監
督人

特別代理
時補助人

人･臨時保佐人･臨

市役砂TMIM員･兄璽相醜廓JI鵬貝

○

×

△

明文で裁判所が鵬椛で解任できるとしている

裁判所が噸椛で解任し得るとする明文の規定がない(解釈上は可罷ノ

事件の申立人となるときは事件の当事者

少年事件 附添人

送致した検察官等
■

少年鑑別所職員･保謹観察
官・保謹司･補導委託先関係
者

少年院職員

○

×

×

△

０

凸

収容継続申立事件のときは事件の当事者

被害者 △ 審判手続に参加するときは事件の当事者



別紙2

利害関係者との間で禁止される行為等

.！
財
寺
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■
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を受けること

’
｡ 、

~ｰ
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(倫麹蝿程篤3条第1項）
禁止行為の例外 総理規程第3条第2項） 留意点

(第1号）
利害関係者から金銭， 物品又

は不動産の購与(せん別,祝儀，
香典又は供花その他これらに類
するものとしてされるものを含
む。 ）を受けること。

（第1号）
利害関係者から宣伝用物品又は配念品であっ
て広く一般に配布するためのものの贈与を受け
ること。

（第2号）
多数の春が出席する立食パーティーにおい
て,利害関係者から記念品の賭与を受けること。

･職員の親族の葬式に際し，香典を持参した者が職
員の利害関係者である堀合には，他の親族との関
係で香典を持参したものと考えられる場合を除
き，職員が喪主であるか否かに関わらず，職員あ
ての附与が利害関係者からなされたものとして取
り扱われる。 ．
･葬式の際に受付④者が職員の利害関係者に該当す
るかどうかを判断することは不可能であるため利
害関係者からの香典を受け取った場合について
は，葬式後，他の親族との関係で香典を持参した
ものと判明した場合を除き，速やかに利害関係者
に返却すれば，金銭の附与には該当しないものと
して取り扱われる｡．

． 「宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布
するためのもの」としては，カレンダー，手帳，
手拭い等が該当する。

･金融機関が利害関係者に該当する場合，一顧客と
して貸付けを受けることは許される。
･利害関係者である金融機関から貸付けを受ける場
合でも，無利子又は利率が著しく低く設定される
堀合には，財産上の利益を受けることとなり，禁
止される。

(第3号）
利害関係者から又は利害関係
者の負担により，無償で物品又
は不励産の貸付けを受けるこ
と ｡

（第3号）
職務として利害関係者を訪問した際に，当該
利害関係者から提供される物品を使用するこ
と ｡

． 「利審側係者の負担により」とは，費用負担は利
害関係者であるが,．実際には第三者が貸付けをす
ることをいう。
･禁止行為の例外
職鼠が訪問の目的を述成する上でやむを得ず必
要となるものに限定されており，例えば，裁判所
との連絡のための魎潴やFAXを使用することが
蕨当する。

（第4号）
利害関係者から又は利害関係
者の負担により，無償で役務の
提供を受けること。

（第4号）
職務として利害関係者を訪問した際に，当該
利害関係者から提供される自励車（当該利害関
係者がその業務等において日常的に利用してい
るものに限る。 ）を利用すること。

。 「役務の提供」とは，広くサービスを提供するこ
とであり，例えば，ハイヤーを回してもらって，
移勤の便宜を受けることなどが咳当する。

． 『自動車の利用」は，山間地域の交通不便地に赴
く堀合練，当被利密関係者の事務所等の周囲の交
通事傭その他の事憎から当咳自動車の利用が相当
と認められる場合に限られる。

Ｑ
け
。
、

(第5号）
利害関係者から未公開株式を
鱸り受けること。

(第6号）
利害関係者から供応接待を受
けること。

（第5号）
職務として出席した会鮭その他の会合におい
て，利害関係者から茶菓の提供を受けること。
（第6号）
多数の者が出席する立食パーティーにおい
て,利害関係者から飲食物の提供を受けること。
（第7号）
職務として出席した会職において，利害関係
者から簡素な飲食物の提供を受けること。

「供応」とは，酒食をもってもてなすこと， 「接
待」とは，酒食以外の方法により他人をもてなす
ことをいう。

･湯茶，茶菓の提供は接待に咳当する。
･弁護士会等との協継会において，職員が担当して
いる事件の代理人が含まれていたとしても，一緒
に飲食することができる。ただし， 自己の飲食に
要する費用が1万円を超えるときは，あらかじめ，
倫理監督官等に届け出なければならない。

(第7号）
利害関係者と共に遊技又はゴ
ルフをすること。

． 「遊技」とは，麻雀，パチンコ等，風俗営業法2
条1項7号及び8号に規定する『遊技」をいう。

蟻8号）
利害関係者と共に旅行（公務
のための旅行を除く。 ）をする
こと ⑥

(第9号）
利害関係者をして，第三者に対
し前各号に掲げる行為をさせる
こと ｡



．"、

11 ‐

謹尭半U所＆二お、ナる－ナ股踊畿の耳職員

〃

、

ー

、

ケ

b

107



（裁判官以外の裁判所職員の官職等）

裁判官以外の裁判所職員の主な官職には， 次のものがある。

1 裁判所書記官

最高裁から簡裁まで, どの裁判所にも配置されており,裁判所書記官が立ち会

わなければ法廷を開'くことはできない。その職務は，弁論等に立ち会い，調書を

作成したり，裁判記録を保管することのほか，争点の整理を踏まえて書面や証拠

の提出を促す等の訴訟進行管理を行うことがその主たるものである。

裁判所書記官になるためには，裁判所職員総合研修所入所試験に合格した上，

その研修課程を修了するか，裁判所審記官任用試験に合格することが必要であ
一～

１ る。

2 裁判所事務官

各裁判所に配世され， 司法行政上の各種嚇務や裁判所撫記官の事務補助を担当

する。裁判所事務官は，原則として，裁判所職員採用総合職試験（裁判所事務官）

・同一般職試験（裁判所事務官）のような正規の採用試験に合格して名薄に登載

された者の中から採用されるb

3 裁判所速記官

各地方裁判所に配髄され，裁判官の命令に従って法廷に立ち会い,‘証人等の供

述を速記する事務を担当する。

なお，速記官の新規の菱成は，平成10年4月以降停止された。

′
一

4 家庭裁判所調査官（補）

各家庭裁判所及び各高等裁判所に配置され，家事事件や少年事件の審判等に必

要な調査事務を担当する。

家庭裁判所調査官になるためには，裁判所職員採用総合職試験（家庭裁判所調

査官補）に合格して採用され，裁判所職員総合研修所に入所し，その研修課程を

修了することが必要である。

5 裁判所調査官
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(1) 最高裁の裁判所調査官

下級裁判所の裁判官等が任命され，最高裁判所の裁判官の命を受けて，上告

事件等を解決するのに参考となる判例，学説等の調査事務を担当する。

(2) 高，地裁の裁判所調査官

一部の高，地裁にも配置されており，知的財産等に関する専門知識を有する

者が任命され，知的財産に関する争訟等について調査事務を担当する。

6 裁判所技官

各裁判所に配置されており，営繕技官， 医師，看護師等がいる。

Ｉ

7 秘書官

最高裁判所長官秘書官，最高裁判所判事秘密官，高等裁判所長官秘祷官があり，

それぞれの秘藩事務に従事する。

8 ぞの他 ．

研修所教官，法廷響備員のほか，電話交換手， 自動車運転手，守衛，庁務員等

がいる。

9 執行官

各地方裁判所に配画され，民事執行関係の事務を担当するが，事件の当事者か

ら手数料を受ける等，他の裁判所職員とは異なる面がある。

ノ

(国家公務員法との関係）

国家公務員法は,国家公務員の職を一般職と特別職に分け,裁判所については,

裁判官も裁判官以外の裁判所職員も特別職とし， 同法の適用の対象とはしていな

い。 これは， 司法権の独立確保の観点から，裁判官以外の裁判所職員についても

その人事行政権を一般の行政権から独立させておくものである。 しかし，裁判官

以外の裁判所職員について，その組織，職員制度が「裁判」 という目的に奉仕し

なければならないと.いう点を除いては他の行政省庁の一般職の職員と異なる取り

扱いをする必要はなく，他に特別の定めがなければ，国家公務員法や一般職の職
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員の給与に関する法律（以下「給与法」 という。 ）等が準用される。

上述した職員制度について，給与.法の規定する俸給表の適用という観点から分

類すると，行政職俸給表（一）準用職員としては裁判所書記官，裁判所事務官，

裁判所速記官，家庭裁判所調査官等があり，行政職俸給表（二）準用職員として

は電話交換手， 自動車運転手，守衛，庁務員等がある。 この外， 医療職俸給表準

用職員としては，裁判所技官（医師） ，裁判所技官（看謹師）がある。

（昇進経路）

裁判官以外の裁判所職員の昇進経路は，次に示すとおりであり， その職務内容

に応じた系統別昇進ルートが設定されている。裁判所においては，裁判部，事務

局双方の職務を経験した幅の広い知織，見識を有する人材を育てていくことが組

織の能率的厳運営上望ましいことから，昇進は裁判部と事務局相互間でも行われ

る。

〔地・家裁における職種別昇進経路〕

1 書記職（裁判所書記官）

首席謹記官 ← 次席祷記官 ← 主任謹記官 一 番記官

［総括主任書記官］ ［訟廷（副）管理官］ ［訟廷係長等］

［裁判員調整官］

2 速記職（裁判所速記官）

速記（副）管理官 ← 主任速記官 ← 速記官

3 調査職（家庭裁判所調査官）

首席家裁調査官←次席家裁調査官←主任家裁調査官←家裁調査官←家裁調査官補

［総括主任家裁調査官］

4 事務職（裁判所事務官）

事務局長←事務局次長←課長←課長補佐←係長， 主任（調査員）←事務官

［専門官］ ， ［専門職］

、

、
､

ノ
ク〆

(服務）

服務の根本基準・法令及び上司の命令に従う義務・争議行為等の禁止・信用失

墜行為の禁止・秘密を守る義務・職務に専念する義務・政治的行為の制限・私企
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業からの隔離・他の事業又は事務の関与制限筆

(懲戒）
、

免職・停職・減給・戒告

(注意）

･下級裁判所事務処理規則第21条裁判所法第80条

‐､、
I

Iノ
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裁判官以外の裁判所職員(執行官を除く｡)の定員(平成SO年度）

、

ノ
領fヂ

112

官職名等 定員（人）

富 記 官 9,853

漢 記 官 213

家塵裁判所調査官 1‘596

窮 務 官 9‘346

そ の 他 8400

計 21,848



男女別人員構成(H30年度）裁判所職員の官職別 ｡

書肥官行一職員

女性
40％

男性
60％ 男性

64％

一F

で
８
０
Ｐ

家裁鯛壷官事務官

女性
42％

男性
46％

女性
54％男性

58％

速記官〆

I
_／

性
％

女性
99％
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最高裁人能第1472号

（人い－07）

平成28年12月26日

高等裁判所長官

地方裁判所長

家庭裁判所長

殿
殿
殿

～

1

最高裁判所事務総長今崎幸彦

セクシュアル・ハラスメント等の防止等について（通達）

裁判所におけるセクシュアル・ハラスメント及び妊娠，出産，育児又は介謹に関

るハラスメント （以下「セクシュアル・ハラスメント等」 という。 ）の防止等にするハラスメント （以下「セクシュアル・ハラスメント等」 という。 ）の防止等に

ついては，次に掲げる人事院規則等の定めるところによるほか，下記により取り扱

ってください。

1 人事院規則10－10 （セクシュアル・ハラスメントの防止等） （以下「規則

10－10」 という。 ）

2平成10年11月13日付け職福－442人事院事務総長通知「人事院規則1

0-10 (セクシュアル・ハラスメントの防止等）の運用について」 （以下「規

則10-10運用通知」 という。 ) (第6条関係の別紙1の第1の2の五の定め

中「行政サービスの相手方」とあるのは「事件関係者」 と読み替える。 ）

3人事院規則10－15 （妊娠，出産，育児又は介護に関するハラスメントの防

止等） （以下「規則10－15」 という。 ）

4平成28年12月1日付け職職－273人事院事務総長通知「人事院規則10

－15 （妊娠，出産，育児又は介護に関するハラスメントの防止等）の運用につ

いて」 （以下「規則10－15運用通知」 という。 ）

Ｉ
ノ
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記

1 不利益取扱いの禁止

裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員（以下「職員」 という。 ）は,.セ

クシュアル・ハラスメント等に対する拒否等の対応，セクシュアル・ハラスメン

ト等に関する苦情の申出及び相談（以下「苦情相談」 という。 ）を行ったこと，

苦情の調査について証言等をしたことその他セクシュアル・ハラスメント等に対

する対応により，職場においていかなる不利益も受けない。

2職員が認識すべき事項の周知

規則10－10運用通知別紙1 『セクシュアル・ハラスメントをなくすために

職員が認識すべき事項についての指針」及び規則10－15運用通知別紙第1 「

妊娠， 出産，育児又は介謹に関するハラスメントをなくすために職員が認識すべ

き事項についての指針」を職員に配布するなどして，セクシュアル・ハラスメン

ト等に関する認識を深めさせなければならない。

3監督者の役割

（1）職員を監督する地位にある者（他の職員を事実上監督していると認められる

地位にある者を含む。以下「監督者」 という。 ）は，職員が職務に専念できる

良好な勤務環境を確保するために，セクシュアル・ハラスメント等を未然に防

止し，又はセクシュアル・ハラスメント等に起因する問題の迅速な処理に当た

らなければならない。

（2）監督者は，職員からセクシュアル・ハラスメント等に関する苦情相談があっ

た場合には,真筆にかつ迅遠に対応しなければならない。

4研修

職員に対する研修を実施する際には，セクシュアル・ハラスメント等の防止に

関する事項を含めるものとする。特に，新たに採用された職員及び初任の監督者

に対する研修の際には，必ずセクシュアル・ハラスメント等の防止に関する事項

を含めるものとする。

、

ノ

115



唖

0

苦情相談体制等

(1) 相談員の配置基準等

ア相談員の配置基準

高等裁判所，地方裁判所及び家庭裁判所（(1)のイ及び(2)において「各裁判

所」 という。 ）は，職員からのセクシュアル・ハラスメント等に関する苦情

相談に対応するため，苦情相談を受ける職員（以下「相談員」 という。 ）を

配置するなどして苦情相談を受ける体制（以下「苦情相談体制」 という。 ）

を整備する。ただし，高等裁判所所在地においては，高等裁判所，地方裁判

所及び家庭裁判所が合同して，同一所在地にある地方裁判所及び家庭裁判所

においては，地方裁判所及び家庭裁判所が合同して相談員を配置することが

5

～ヘ

）

できる。

イ相談員の指名

各裁判所は， 当該裁判所に勤務する職員（地方裁判所にあっては，その管

轄区域内の簡易裁判所又は検察審査会に勤務する職員を含む。以下同じ。 ）

の中から相談員を指名する。ただし，複数の裁判所が合同して相談員を配置

する場合には， 当該合同する裁判所に勤務する職員の中から指名することが

できる。相談員の指名に当たっては次の点に配慮する｡

（ｱ）相談員のうち少なくとも1人は事務局総務課長（高等裁判所，地方裁判

所及び家庭裁判所が合同して相談員を配置する場合には，高等裁判所事務

局総務課長） とする。

㈹相談員は，原則として管理職員（裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判

所職員の標準的な官職を定める規則（平成21年最高裁判所規則第6号）

別表の1の項第3欄第9号に規定する職制上の段階に属する課長補佐，同

表の1の項第3欄第13号に規定する職制上の段階に属する課長，同表の

2の項第3欄第4号に規定する職制上の段階に属する主任書記官及び同表

の3の項第3欄第2号に規定する職制上の段階に属する主任家庭裁判所調

６
１
Ｊ

句
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、

査官及びこれらと同等以上の職制上の段階に属する官職を占める職員をい

う。以下同じ。 ） とする。ただし，規則10-10運用通知記第8条関係

第2項第3号及び規則10-15運用通知記第8条関係第2項第3号の定

めに適合する相談員の確保が困難な場合には，管理職員以外の職員として

も差し支えない。

ウ相談員の人数

高等裁判所（地方裁判所及び家庭裁判所と合同して相談員を配置する場合

を含む。 ）においては5人以上とし，イの(ｱ)に定める相談員を除いて男性及

び女性それぞれ2人以上とする。

地方裁判所及び家庭裁判所（同一所在地において合同して相談員を配置す

る場合を含む。 ）においては3人以上とし，イの(ｱ)に定める相談員を除いて

男性及び女性それぞれ1人以上とする。

(2) 苦情相談体制の通知

各裁判所は， 当該裁判所に勤務する職員に対し，苦情相談体制を書面等適宜

の方法により通知するものとする。

(3) 苦情相談の申出

ア職員は， 当該職員が勤務する裁判所（簡易裁判所又は検察審査会に勤務す

る職員については， 当該簡易裁判所又は当該検察審査会の所在地を管轄する

地方裁判所をいう。 ）の相談員，当該裁判所を管轄する高等裁判所の相談員

及び最高裁判所の相談員（別に定める相談員に限る。 ）のいずれに対しても，

、苦情相談の申出をすることができる。

イ職員は，面談， メール，電話手紙等の方法により苦情相談の申出をする

t

I

ことができる。

(4)苦情相談への対応

ア相談員は，セクシュアル・ハラスメント等を受けたとする職員，セクシュ

アル・ハラスメント等を行ったとされる職員又は第三者からの事実関係等の
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聴取，関係する職員に対する指導及び助言，当事者間のあっせん等を自ら行

うとともに，関係する職員に対しセクシュアル・ハラスメント等に起因する

問題の解決のための指導等を要請することにより， 当該問題を迅速かつ適切

に解決するように努めるものとする。

この場合には，規則10－10運用通知別紙2 「セクシュアル・ハラスメ

ントに関する苦情相談に対応するに当たり留意すべき事項についての指針」

及び規則10－15運用通知別紙第2 「妊娠，出産，育児又は介護に関する

ハラスメントに関する苦情相談に対応するに当たり留意すべき事項について

の指針」に留意しなければならない｡

イ苦楕相談への対応に当たっては，関係者のプライバシー，名替その他の人

権の尊重に配慮するとともに，知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

再発防止

セクシュアル・ハラスメント等に起因する問題が生じた場合には，再発防止に

ー

リ

6

向けた措腫を講じなければならない。

付記

この通達は，平成29年1月1日から実施する。

ロ
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セクシュアル・ハラスメントの防止等

発令 ：平成10年11月13日人事院規則10-10

最終改正：平成19年2月9日人事院規則10-10-1

改正内容：平成19年2月9日人事院規則10-10-1[平成19年4月1日］

oセクシュアル・ハラスメントの防止等

〔平成十年十一月十三日人事院規則一○一一○〕

人事院は、国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）に基づき、セクシュアル･ハラス
メントの防止等に関し次の人事院規則を制定する。

セクシュアル・ハラスメントの防止等､

（趣旨）

第一条この規則は、人事行政の公正の確保､職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的
として、セクシュアル・ハラスメントの防止及び排除のための措腫並びにセクシュアル・ハ

ラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措腫に関し､必要な事項を
定めるものとする。

（定義）

第二条この規則において､次の各号に掲げる用祷の意謹は､当該各号に定めるところによる。
一セクシュアル.ハラスメント他の者を不快にさせる職場における性的な言励及び職員

が他の職員を不快にさせる恥場外における性的な言動

二セクシュアル・ハラスメントに起因する問題セクシュアル・ハラスメントのため職員

の勤務環境が害されること及びセクシュアル･ハラスメントヘの対応に起因して職員がそ
の勤務条件につき不利益を受けること

（人事院の責務）

第三条人事院は、セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する施策についての企画立案を
行うとともに、各省各庁の長がセクシュアル･ハラスメントの防止等のために実施する措腫
に関する調整、指導及び助言に当たらなければならない。

（各省各庁の長の責務）

第四条各省各庁の長は､職員がその能率を充分に発揮できるよ･うな勤務環境を確保するため、
セクシュアル・ハラスメントの防止及び排除に関し、必要な措置を講ずるとともに、セクシ

ュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措魑を迅速かつ適切

に講じなければならない。この場合において、セクシュアル・ハラスメントに対する苦情の
申出、当該苦情等に係る調査への協力その他セクシュアル・ハラスメントに対する職員の対
応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならな
い。

（職員の責務）

第五条職員は、次条第一項の指針の定めるところに従い、セクシュアル･ハラスメントをし
ないように注意しなければならない。

2職員を監督する地位にある者（以下「監督者」という。 ）は、良好な勤務環境を確保する
ため、 日常の執務を通じた指導等によりセクシュアル・ハラスメントの防止及び排除に努め
るとともに、セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切

に対処しなければならない。

●
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（職員に対する指針）

第六条人事院は､ｾｸｼｭｱﾙ･ﾊﾗｽﾒﾝﾄをしないようにするために職員が認識すべき
事項及びセクシュアル･ハラスメントに起因する問題が生じた場合において職員に望まれる
対応等について、指針を定めるものとする。

2各省各庁の長は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。
（研修等）

第七条各省各庁の長は、セクシュアル・ハラスメントの防止等を図るため､職員に対し、必
要な研修等を実施しなければならない6

2各省各庁の長は､新たに職員となった者に対し、セクシュアル･ハラスメントに関する基
本的な事項について理解させるため、及び新たに監督者となった職員に対し、セクシュア
ル・ハラスメントの防止等に関しその求められる役割について理解させるために、研修を実
施するものとする。

3人事院は､各省各庁の長が前二項の規定により実施する研修等の調整及び指導に当たると
ともに、自ら実施することが適当と認められるセクシュアル･ハラスメントの防止等のため
の研修について計画を立て、その実施に努めるものとする。
（苦摘相談への対応）

第八条各省各庁の長は、人事院の定めるところにより、セクシュアル・ハラスメントに関す
る苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。 ）が職員からなされた場合に対応するた
め、苦情相談を受ける職員（以下「相談員」という。 ）を配睡し、相談員が苦情相談を受け
る日時及び場所を指定する等必要な体制を整備しなければならない。この場合において、各
省各庁の長は、苦情相談を受ける体制を職員に対して明示するものとする。
2相談員は､苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する
助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。この場合におい
て、相談員は、人事院が苦情相談への対応について定める指針に十分留意しなければならな
い。

3職員は、相談員に対して苦情相談を行うほか､人事院に対しても苦情相談を行うことがで
きる‘この場合において、人事院は、苦惰相談を行った職員等から事情の聴取を行う等の必
要な調査を行い、当該職員等に対して指導、助言及び必要な．あっせん等を行うものとする。
附則

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

附則〔平成一九年二月九日人事院規則一○一一○一一〕

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

‐
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人事院規則10－10 （セクシュアル・ハラスメントの防止等）の運用について

（平成1.0年11月13日職福-442)

（人事院事務総長発）

最終改正：平成28年12月1日職職－272

標記について下記のとおり定めたので、平成11年4月1日以降は、これによっ

てください。

記

第1条関係

「セクシュアル・ハラスメントの防止及び排除」 とは、セクシュアル・ハラス

メントが行われることを未然に防ぐとともに、セクシュアル・ハラスメントが現

に行われている場合にその行為を制止し、及びその状態を解消することをいう。

第2条関係

1 この条の第1号の「他の者を不快にさせる」とは、職員が他の職員を不快に

させること、職員がその職務に従事する際に接する職員以外の者を不快にさせ

ること及び職員以外の者が職員を不快にさせることをいう。

2 この条の第1号の「職場」 とは、職員が職務に従事する場所をいい、当該職

員が通常勤務している場所以外の場所も含まれる。

3 この条の第1号の「性的な言動j とは、性的な関心や欲求に基づく言動をい

い、性別により役割を分担すべきとする意識又は性的指向若しくは性自認に関

する偏見に基づく言動も含まれる。

4 この条の第2号の「セクシュアル・ハラスメントのため職員の勤務環境が害

されること」 とは、職員が、直接又は間接的にセクシュアル・ハラスメントを

受けることにより、職務に専念することができなくなる等その能率の発揮が損

・ なわれる程度に当該職員の勤務環境が不快なものとなることをいう。

5 この条の第2号の「セクシュアル・ハラスメントヘの対応」 とは、職務上の

ー
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地位を利用した交際又は性的な関係の強要等に対する拒否、抗議、苦情の申出

等の行為をいう。

6 この条の第2号の「勤務条件につき不利益を受けること」 とは、昇任、配置

換等の任用上の取扱いや昇格、昇給、勤勉手当等の給与上の取扱い等に関し不

利益を受けることをいう。

第4条関係

1 各省各庁の長の責務には、次に掲げるものが含まれる。

一セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する方針、具体的な対策等を各

省庁において部内規程等の文書の形でとりまとめ、職員に対して明示するこ
一一

と。

二職員に対する研修の計画を立て、実施するに当たり、セクシュアル・ハラ

スメントの防止等のための研修を含めること。

三セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が職場に生じていないか、又

はそのおそれがないか、勤務環境に十分な注意を払うこと。

四セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、再発防止

に向けた措憧を講ずること。

五職員に対して、セクシュアル・ハラスメントに関する苦情の申出、当該苦

情等に係る調査への協力その他セクシュアル・ハラスメントに対する職員の

対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けないことを周知するこ

ノ

と。

2職場における「不利益」には、勤務条件に関する不利益のほか、同僚等から

受ける誹誇や中傷など職員が受けるその他の不利益が含まれる。

第5条関係

この条の第2項の「職員を監督する地位にある者」には、他の職員を事実上監

督していると認められる地位にある者を含むものとする。

第6条関係
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この条の第1項の人事院が定める指針は、別紙1のとおりとする。

第7条関係

1 この条の第1項の「研修等」には、研修のほか、パンフレットの配布、ポス

ターの掲示、職員の意識調査の実施等が含まれる。

2 この条の第1項の「研修等」の内容には、性的指向及び性自認に関するもの

を含めるものとする。

第8条関係

1 苦情相談は、セクシュアル・ハラスメントによる被害を受けた本人からのも

のに限らず、次のようなものも含まれる。

一他の職員がセクシュアル・ハラスメントをされているのを見て不快に感じ

る職員からの苦情の申出

二他の職員からセクシュアル・ハラスメントをしている旨の指摘を受けた職

員からの相談

三部下等からセクシュアル・ハラスメントに関する相談を受けた監督者から

の相談

2 この条の第1項の苦情相談を受ける体制の整備については、次に定めるとこ

ろによる。

一本省庁及び管区機関においては、それぞれ複数の相談員を置くことを基準

とし、その他の機関においても、セクシュアル・ハラスメントに関する職員

からの苦情相談に対応するために必要な体制をその組織構成、各官署の規模

等を勘案して整備するものとする。

二相談員のうち少なくとも1名は、苦情相談を行う職員の属する課の長に対

する指導及び人事当局との連携をとることのできる地位にある者をもって充

てるものとする。

三苦情相談には、苦情相談を行う職員の希望する性の相談員が同席できるよ

うな体制を整備するよう努めるものとする。
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四セクシュアル・ハラスメントは、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラ

スメント （人事院規則10-15 (妊娠、出産、育児又は介護に関するハラ

スメントの防止等）第2条に規定する妊娠、出産、 育児又は介護に関する

ハラスメントをいう。以下同じ。 ）その他のハラスメントと複合的に生じる

こども想定されることから、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメン

ト等の苦情相談を受ける体制と一体的に、セクシュアル・ハラスメントの苦

情相談を受ける体制を整備するなど、一元的に苦情相談を受けることのでき

る体制を整備するよう努めるものとする。

3 この条の第2項の人事院が定める指針は、別紙2のとおりとする。

4 この条の第3項の「苦情相談を行った職員等」には、他の職員からセクシュ

アル・ハラスメントを受けたとする職員、他の職員に対しセクシュアル・ハラ

クー、
■p

j

スメントをしたとされる職員その他の関係者が含まれる。

上以
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別紙1

セクシュアル・ハラスメントをなくすために職員が認識すべき事項につい

ての指針

第1 セクシュアル・ハラスメントをしないようにするために職員が認識すべき事

項

1 意識の重要性

セクシュアル・ハラスメントをしないようにするためには、職員の一人一人

が、次の事項の重要性について十分認識しなければならない。

一お互いの人格を尊重しあうこと。

二お互いが大切なパートナーであるという意識を持つこと。

三相手を性的な関心の対象としてのみ見る意識をなくすこと。

四女性を劣った性として見る意識をなくすこと。

2基本的な心構え

職員は、セクシュアル・ハラスメントに関する次の事項について十分認識し

なければならない。

一性に関する言動に対する受け止め方には個人間で差があり､セクシュアル

・ハラスメントに当たるか否かについては、相手の判断が重要であ．ること。

具体的には、次の点について注意する必要がある。

（1）親しさを表すつもりの言動であったとしても、本人の意図とは関係なく

相手を不快にさせてしまう場合があること。

（2）不快に感じるか否かには個人差があること。

（3）この程度のことは相手も許容するだろうという勝手な憶測をしないこ

。 と。

（4）相手との良好な人間関係ができていると勝手な思い込みをしないこと。
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二相手が拒否し、又は嫌がっていることが分かった場合には、同じ言動を決

して繰り返さないこと。

三セクシュアル・ハラスメントであるか否かについて、相手からいつも意思

表示があるとは限らないこと。

セクシュアル・ハラスメントを受けた者が、職場の人間関係等を考え、拒

否することができないなど、相手からいつも明確な意思表示があるとは限ら

ないことを十分認識する必要がある。

四職場におけるセクシュアル・ハラスメントにだけ注意するのでは不十分で

あること。

例えば、職場の人間関係がそのまま持続する歓迎会の酒席のような場にお

いて、職員が他の職員にセクシュアル・ハラスメントを行うことは、職場の

・人間関係を損ない勤務環境を害するおそれがあることから、勤務時間外にお

けるセクシュアル・ハラスメントについても十分注意する必要がある。

五職員間のセクシュアル・ハラスメントにだけ注意するのでは不十分である

こと。

行政サービスの相手方など職員がその職務に従事する際に接することとな

る職員以外の者及び委託契約又は派遣契約により同じ職場で勤務する者との

関係にも注意しなければならない。

3セクシュアル・ハラスメントになり得る言動

セクシュアル・ハラスメントになり得る言動として、例えば、次のようなも

のがある。

一職場内外で起きやすいもの

（1）性的な内容の発言関係

ア性的な関心、欲求に基づくもの

①スリーサイズを聞くなど身体的特徴を話題にすること。

’ ②聞くに耐えない卑狼な冗談を交わす'こと。
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③体調が悪そうな女性に「今日は生理日か」 、 「もう更年期か」など

と言うこと。

④性的な経験や性生活について質問すること。

⑤性的な噂を立てたり、性的なからかいの対象とすること。

イ性別により差別しようとする意識等に基づくもの

① 「男のくせに根性がない」 、 「女には仕事を任せられない」 、 「女

性は職場の花でありさえすればいいjなどと発言すること。

② 「男の子、女の子」 、 「僕、坊や、お嬢さん」 、 「おじさん、おば

さん」などと人格を認めないような呼び方をすること。

③性的指向や性自認をからかいやいじめの対象とすること。

性的な行動関係

ア性的な関心、欲求に基づくもの

①ヌードポスター等を職場に貼ること。

②雑誌等の卑狼な写真・記事等をわざと見せたり、読んだりするこ

一~

！

､

(2)

と。

③身体を執鋤に眺め回すこと。

④食事やデートにしつこく誘うこと。

⑤性的な内容の電話をかけたり、性的な内容の手紙.Eメールを送る

ｉ
ｆ
／

こと。

⑥身体に不必要に接触すること。

⑦浴室や更衣室等をのぞき見すること。
タ

イ性別により差別しようとする意識等に基づくもの

女性であるというだけで職場でお茶くみ、掃除、私用等を強要するこ

と。

主に職場外において起こるもの

性的な関心、欲求に基づくもの

一
一

ア
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性的な関係を強要すること。

イ性別により差別しようとする意識等に基づくもの

①カラオケでのデュエットを強要すること。

②酒席で、上司の側に座席を指定したり、お酌やチークダンス等を強要

すること。

4懲戒処分

セクシュアル・ハラスメントの態様等によっては信用失墜行為、国民全体の

奉仕者たるにふさわしくない非行などに該当して、懲戒処分に付されることが

ある。

第2職場の構成員として良好な勤務環境を碓保するために認繊すべき事項

勤務環境はその構成員である職員の協力の下に形成される部分が大きいこと

から、セクシュアル・ハラスメントにより勤務環境が害されることを防ぐた

め、職員は、次の事項について、積極的に意を用いるように努めなければなら

申U~

、
2

ない。

1 職場内のセクシュアル・ハラスメントについて問題提起する職員をいわゆる

トラブルメーカーと見たり、セクシュアル・ハラスメントに関する問題を当事

者間の個人的な問題として片づけないこと。

職場におけるミーティングを活用することなどにより解決することができる

問題については、問題提起を契機として、良好な勤務環境の確保のために皆で

取り組むことを日頃から心がけることが必要である。

2職場からセクシュアル・ハラスメントに関する問題の加害者や被害者を出さ

ないようにするために、周囲に対する気配りをし、必要な行動をとること。

具体的には、次の事項について十分留意して必要な行動をとる必要がある。

一セクシュアル・ハラスメントが見受けられる場合は、職場の同僚として注

意を促すこと。

セクシュアル・ハラスメントを契機として、勤務環境に重大な悪影響が生

！
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じたりしないうちに、機会をとらえて職場の同僚として注意を促すなどの対

応をとることが必要である。

二被害を受けていることを見聞きした場合には、声をかけて相談に乗るこ

と。

被害者は「恥ずかしい」 、 「トラブルメーカーとのレッテルを貼られたく

ない」などとの考えから、他の人に対する相談をためらうことがある。被害

を深刻にしないように、気が付いたことがあれば、声をかけて気軽に相談に

乗ることも大切である。

3職場においてセクシュアル・ハラスメントがある場合には、第三者として気

持ちよく勤務できる環境づくりをする上で、上司等に相談するなどの方法をと

ることをためらわないこと。

第3 セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合において職員に望

まれる事項

1 基本的な心構え

職員は、セクシュアル・ハラスメントを受けた場合にその被害を深刻にしな

いために、次の事項について認識しておくことが望まれる。

一一人で我慢しているだけでは、問題は解決しないこと。

セクシュアル・ハラスメントを無視したり、受け流したりしているだけで

は、必ずしも状況は改善されないということをまず認職することが大切であ

る。

二セクシュアル・ハラスメントに対する行動をためらわないこと。

「トラブルメーカーというレッテルを貼られたくない」 、 「恥ずかしい｣な

どと考えがちだが、被害を深刻なものにしない、他に被害者をつくらない、

さらにはセクシュアル・ハラスメントをなくすことは自分だけの問題ではな

く良い勤務環境の形成に重要であるとの考えに立って、勇気を出して行動す

ることが求められる。

１
１
ノ
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セクシュアル・ハラスメントによる被害を受けたと思うときに望まれる対応

職員はセクシュアル・ハラスメントを受けた場合、次のような行動をとるよ

う努めることが望まれる。

一嫌なことは相手に対して明確に意思表示をすること。

セクシュアル・ハラスメントに対しては毅然とした態度をとること、すな

わち、はっきりと自分の意思を相手に伝えることが重要である。直接相手に

言いにくい場合には、手紙等の手段をとるという方法もある。

二信頼できる人に相談すること。

まず、職場の同僚や知人等身近な信頼できる人に相談することが大切であ

る。各職場内において解決することが困難な場合には、内部又は外部の相談

機関に相談する方法を考える。なお、相談するに当たっては、セクシュアル

・ハラスメントが発生した日時、内容等について記録しておくことが望まし

2

１

い。
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別紙2

B

セクシュアル・ハラスメントに関する苦情相談に対応するに当たり留意す

べき事項についての指針

第1 基本的な心構え

職員からの苦情相談に対応するに当たっては、相談員は次の事項に留意する

必要がある。

1 被害者を含む当事者にとって適切かつ効果的な対応は何かという視点を常に

持つこと。

2事態を悪化させないために、迅速な対応を心がけること。

3 関係者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘

密を厳守すること。

第2苦情相談の事務の進め方

1 苦情相談を受ける際の相談員の体制等

一苦情相談を受ける際には、原則として2人の相談員で対応すること。

二苦情相談を受けるに当たっては、苦情相談を行う職員（以下「相談者」と

いう。 ）の希望する性の相談員が同席するよう努めること。

三相談員は、苦情相談に適切に対応するために、相互に連携し、協力するこ

と。

四．実際に苦情相談を受けるに当たっては、その内容を相談員以外の者に見聞

されないよう周りから遮断した場所で行うこと。

2相談者から事実関係等を聴取するに当たり留意すべき事項

相談者から事実関係等を聴取するに当たっては、次の事項に留意する必要が

ある。

一相談者の求めるものを把握すること。

へ

＄
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将来の言動の抑止等、今後も発生が見込まれる言動への対応を求めるもの

であるのか、又は喪失した利益の回復、謝罪要求等過去にあった言動に対す

る対応を求めるものであるのかについて把握する。

二どの程度の時間的な余裕があるのかについて把握すること。

相談者の心身の状態等に鑑み、苦情相談への対応に当たりどの程度の時間

的な余裕があるのかを把握する。

三相談者の主張に真筆に耳を傾け丁寧に話を聴くこと。

特に相談者が被害者の場合、セクシュアル・ハラスメントを受けた心理的

な影響から必ずしも理路整然と話すとは限らない。むしろ脱線することも十

分想定されるが、事実関係を把握することは極めて重要であるので、忍耐強

く聴くよう努める。

四事実関係については、次の事項を把握すること。

（1）当事者（被害者及び加害者とされる職員）間の関係

（2）問題とされる言動が、いつ、どこで、どのように行われたか。

（3）相談者は、加害者とされる職員に対してどのような対応をとったか。

（4）監督者等に対する相談を行っているか。

なお、これらの事実を確認する場合、相談者が主張する内容については、

当事者のみが知り得るものか、又は他に目撃者はいるのかを把握する。

五聴取した事実関係等を相談者に確認すること。

聞き間違えの修正並びに聞き漏らした事項及び言い忘れた事項の補充がで

きるので、聴取事項を書面で示したり、復唱するなどして相談者に確認す

一

＊

I

る。

六聴取した事実関係等については、必ず記録にしてとっておくこと。

加害者とされる職員からの事実関係等の聴取

一原則として、加害者とされる職員から事実関係等を聴取する必要がある。

ただし、セクシュアル・ハラスメントが職場内で行われ比較的軽微なもので

3
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あり、対応に時間的な余裕がある場合などは、監督者の観察、指導による対

応が適当な場合も考えられるので、その都度適切な方法を選択して対応す

る。

二加害者とされる者から事実関係等を聴取する場合には、加害者とされる者

に対して十分な弁明の機会を与える。

三加害者とされる者から事実関係等を聴取するに当たっては、その主張に真

蟄に耳を傾け丁寧に話を聴くなど、相談者から事実関係等を聴取する際の留

意事項を参考にし、適切に対応する。

4第三者からの事実関係等の聴取

職場内で行われたとされるセクシュアル・ハラスメントについて当事者間で

事実関係に関する主張に不一致があり、事実の確認が十分にできないと認めら

れる場合などは、第三者から事実関係等を聴取することも必要である。

この場合、相談者から事実関係等を聴取する際の留意事項を参考にし、適切

に対応する。

5 相談者に対する説明

苦情相談に関し､具体的にとられた対応については、相談者に説明する。

3 問題処理のための具体的な対応例

相談員が、苦情相談に対応するに当たっては、セクシュアル・ハラスメント

に関して相当程度の知識を持ち、個々の事例に即して柔軟に対応することが基

本となることは言うまでもないが、具体的には、事例に応じて次のような対処

が方策として考えられる。

1 セクシュアル・ハラスメントを受けたとする職員からの苦情相談

一職員の監督者等に対し、加害者とされる職員に指導するよう要請する。

（例）

職場内で行われるセクシュアル・ハラスメントのうち、その対応に時間的

な余裕があると判断されるものについては、職場の監督者等に状況を観察す

】
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るよう要請し、加害者とされる職員の言動のうち問題があると認められるも

のを適宜注意させる。

二加害者に対して直接注意する｡．

（例）

性的なからかいの対象にするなどの行為を頻繁に行うこ.とが問題にされて

いる場合において、加害者とされる職員は親しみの表現として発言等を行っ

ており、それがセクシュアル・ハラスメントであるとの意識がない場合に

・は、相談員が加害者とされる職員に対し、その行動がセクシュアル・ハラス

メントに該当することを直接注意する。

三被害者に対して指導、助言をする。

（例）

職場の同僚から好意を抱かれ食事やデートにしつこく誘われるが、相談者

がそれを苦痛に感じている場合については、相談者自身が相手の職員に対し

て明確に意思表示をするよう助言する。

四当事者間のあっせんを行う。

、 （例）

被害者がセクシュアル・ハラスメントを行った加害者に謝罪を求めている

場合において、加害者も自らの言動について反省しているときには、被害者

の要求を加害者に伝え、加害者に対して謝罪を促すようあっせんする。

五人事上必要な措置を講じるため､人事当局との連携をとる。

（例）

セクシュアル・ハラスメントの内容がかなり深刻な場合で被害者と加害者

とを同じ職場で勤務させることが適当でないと判断される場合などには、人

事当局との十分な連携の下に当事者の人事異動等の措置をとることも必要と

なる。

2セクシュアル・ハラスメントであるとの指摘を受けたが納得がいかない旨の

｝
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相談

（例）

昼休みに自席で週刊誌のグラビアのヌード写真を周囲の目に触れるように眺

めていたところ、隣に座っている同僚の女性職員から、他の職員の目に触れる

のはセクシュアル・ハラスメントであるとの指摘を受けたが、納得がいかない

旨の相談があった場合には､相談者に対し、周囲の職員が不快に感じる以上は

セクシュアル・ハラスメントに当たる旨注意喚起をする。

3第三者からの苦情相談

（例）

同僚の女性職員がその上司から性的なからかいを日常的に繰り返し受けてい

るのを見て不快に思う職員から相談があった場合には、同僚の女性職員及びそ

の上司から事情を聴き、その事実がセクシュアル・ハラスメントであると認め

られる場合には、その上司に対して監督者を通じ、又は相談員が直接に注意を

促す。

（例）

非常勤職員に執勧につきまとったり、その身体に不必要に触る職員がいる

が、非常勤職員である本人は､.立場が弱いため苦情を申し出ることをしないよ

うな場合について第三者から相談があったときには、本人から事情を聴き、事

実が認められる場合には、本人の意向を踏まえた上で、監督者を通じ、又は相

談員が直接に加害者とされる職員から事情を聴き、注意する。

！ Ｉ

ノ
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妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等

発令 ：平成28年12月1日号外人事院規則1O-15

最終改正：平成28年12月1日号外人事院規則10-15

改正内容：平成28年12月1日号外人事院規則10-15[平成29年1月1日］

o妊娠、出産、育児又は介誰に関するハラスメントの防止等

〔平成二十八年十二月一日号外人事院規則一○一一五〕

人事院は、国家公務員法に基づき、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止

等に関し次の人事院規則を制定する。

妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等

（趣旨）

第一条この規則は、人事行政の公正の確保､職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的
として、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止のための措置及び妊娠、出

産、育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合に適切に対応するための措置に関し、

必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第二条この規則において、 「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント」とは、職場
における次に掲げるものをいう。

一職員に対する次に掲げる事由に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
イ妊娠したこと。

ロ出産したこと。

ハ妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しく.はできなか

ったこと又は能率が低下したこと。

二職員に対する次に掲げる妊娠又は出産に関する制度又は措置の利用に関する言動によ
り当該職員の勤務環境が害されること。
イ規則一○一七（女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉）第三条第一項の規定に

より妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせないこと｡、

ロ規則一○一七第四条の規定により深夜勤務又は正規の勤務時間等以外の時間におけ

る勤務をさせないこと。

ハ規則一○一七第五条の規定による保健指導又は健康診査を受けるため勤務しないこ

と。

二規則一○一七第六条第一項の規定により業務を軽減し､又は他の軽易な業務に就かせ

ること。

ホ規則一○一七第六条第二項の規定による休息し、又は補食するため勤務しないこと。

へ規則一○一七第七条の規定による正規の勤務時間等の始め又は終わりにおいて勤務

しないこと。

ト規則一五一一四（職員の勤務時間、休日及び休暇）第二十二条第一項第六号又は規則

一五一一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第四条第二項第一号の規定による六週間

（多胎妊娠の場合にあっては、十四週間）以内に出産する予定である場合の休暇

チ規則一五一一四第二十二条第一項第七号又は規則一五一一五第四条第二項第二号の

規定による出産した場合の休暇

１
１
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リ規則一五一一四第二十二条第一項第八号又は規則一五一一五第四条第二項第三号の

規定による保育のために必要と認められる授乳等を行う場合の休暇

ヌ規則一五一一四第二十二条第一項第九号の規定による妻の出産に伴う休暇

ル規則一五一一五第四条第二項第九号の規定による保健指導又は健康診査に基づく指

導事項を守るための休暇

ヲイからルまでに掲げるもののほか､人事院の定める妊娠又は出産に関する制度又は措

置

三職員に対する次に掲げる育児に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職

員の勤務環境が害されること。

イ育児休業法第三条第一項に規定する育児休業

ロ育児休業法第十二条第一項に規定する育児短時間勤務

ハ育児休業法第二十六条第一項に規定する育児時間

二勤務時間法第六条第四項の規定により週休日を設け、及び勤務時間を割り振ること。

ホ規則一○一一一(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤

務の制限）第三条の規定により早出遅出勤務をさせること。

へ規則一○一一一第六条の規定により深夜勤務をさせないこと。

ト規則一○一一一第九条又は第十条の規定により超過勤務をさせないこと。

チ規則一五一一四第二十二条第一項第十号の規定による子の韮育のための休暇

リ規則一五一一四第二十二条第一項第十一号又は規則一五一一五第四条第二項第四号

の規定による子の看誠のための休暇

ヌイからリまでに掲げるもののほか、人事院の定める育児に関する制度又は措趨

四職員に対する次に掲げる介謹に関する制度又は措腫の利用に関する言動により当該職

員の勤務環境が害されること。

イ勤務時間法第六条第四項の規定により週休日を設け、及び勤務時間を割り振ること。

ロ勤務時間法第二十条第一項に規定する介盤休暇又は規則一五一一五第四条第二項第

六号の規定による要介識者の介謎をするための休暇

ハ勤務時間法第二十条の二第一項に規定する介設時間又は規則一五一一五第四条第二

項第七号の規定による要介談者の介謎をするための休暇

二規則一○一一一第十三条の規定により読み替えられた同規則第三条の規定により早

出遅出勤務をさせること。

ホ規則一○一一一第十三条の規定により読み替えられた同規則第六条の規定により深

夜勤務をさせないこと。

へ規則一○一一一第十三条の規定により読み替えられた同規則第九条又は第十条の規
定により超過勤務をさせないこと。

ト規則一五一一四第二十二条第一項第十二号又は規則一五一一五第四条第二項第五号

の規定による要介護者の世話を行うための休暇

チイからトまでに掲げるもののほか、人事院の定める介護に関する制度又は措置 ．

（人事院の責務）

第三条人事院は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止及び妊娠、出産、

育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合の対応（以下「妊娠、出産、育児又は介護

に関するハラスメントの防止等」という。 ）に関する施策についての企画立案を行うととも

；
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に、各省各庁の長が妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等のために実施

する措置に関する調整、指導及び助言に当たらなければならない。

（各省各庁の長の責務）

第四条各省各庁の長は､職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため、

妊娠、出産、育児又は介謹に関するハラスメントの防止に関し、必要な措置を講ずるととも

に、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合においては、必要な措置

を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、妊娠、出産、育児又は介護に

関するハラスメントに対する苦情の申出､当該苦情等に係る調査への協力その他妊娠､出産、

育児又は介謹に関するハラスメントが生じた場合の職員の対応に起因して当該職員が職場

において不利益を受けることがないようにしなければならない。

（職員の黄務）

第五条職員は、次条第一項の指針の定めるところに従い、自らの言動により、妊娠、出産、

育児又は介護に関するハラスメントを生じさせないように注意しなければならない。

2職員を監督する地位にある者（以下「監督者」という。 ）は、良好な勤務環境を確保する

ため、 日常の執務を通じた指導等により妊娠、出産、育児又は介議に関するハラスメントの

防止に努めるとともに､妊娠､出産､育児又は介識に関するハラスメントが生じた場合には、

迅速かつ適切に対応しなければならない。

（職員に対する指針）

第六条人窮院は、妊娠、出産、育児又は介灘に関するハラスメントを生じさせないために職

員が認職すべき事項及び妊娠、出産、育児又は介謹に関するハラスメントが生じた場合にお

いて職員に望まれる率項について、指針を定めるものとする。

2各省各庁の長ぱ､職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない｡
（研修等）

第七条各省各庁の長は、妊娠、出産、育児又は介溌に関するハラスメントの防止等を図るた

め、職員に対し、必要な研修等を実施しなければならない。

2各省各庁の長は、新たに職員となった者に対し、妊娠、出産、育児又は介謹に関するハラ

スメントに関する基本的な事項について理解させるため､及び新たに監督者となった職員に

対し、妊娠、出産、育児又は介誠に関するハラスメントの防止等に関しその求められる役割

について理解させるために芯研修を実施するものとする。

3人事院は､各省各庁の長が前二項の規定により実施する研修等の調整及び指導に当たると

ともに、 自ら実施することが適当と認められる妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメ

ントの防止等のための研修について計画を立て、その実施に努めるものとする。

（苦情相談への対応）

第八条各省各庁の長は、人事院の定めるところにより、妊娠、出産、育児又は介護に関する

ハラスメントに関する苦情の申出及び相談（以下「苦情相談｣という。 ）が職員からなされ

た場合に対応するため、苦傭相談を受ける職員（以下「相談員jという。 ）を配置し、相談

員が苦情相談を受ける日時及び場所を指定する等必要な体制を整備しなければならない。こ

の場合において、各省各庁の長は、苦情相談を受ける体制を噸員に対して明示するものとす

る。

2相談員は､苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する

助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。この場合におい

1

0

0
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て、相談員は、人事院が苦情相談への対応について定める指針に十分留意しなければならな

い。

3職員は、相談員に対して苦情相談を行うほか､人事院に対しても苦情相談を行うことがで
きる。この場合において、人事院は、苦情相談を行った職員等から事情の聴取を行う等の必
要な調査を行い、当該職員等に対して指導、助言及び必要なあっせん等を行うものとする。

附則

(施行期日）

この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。

(人事院規則二一三の一部改正）

人事院規則二一三（人事院事務総局等の組織）の一部を次のように改正する。

1

2

〔次のよう略〕

、

《

1
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人事院規則10-15 (妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止

等）の運用について

（平成28年12月1日職職－273）

（人事院事務総長発）

標記について下記のとおり定めたので、平成29年1月1日以降は、これによっ

てください。

記

第2条関係

1 この条で定義する「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント」につ

いては、職員の上司（当該職員を事実上監督していると認められる者及び当該

職員の人事に関する行為に関与する者も含まれる。以下同じ。 ）又は同僚（当

該職員と共に日常の執務を行う者（部下を含む。 ）をいう。以下同じ。 ）の言

動によるものが該当する。また、この条に規定するものであっても、業務分担

や安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動による

ものは該当しない。

2 この条の「職場」 とは、職員が職務に従事する場所をいい、当該職員が通常

勤務している場所以外の場所及び懇親の場等であって当該職員の職務と密接に

関連するものも含まれる。

3 この条の第1号ハの「妊娠又は出産に起因する症状」 とは、つわり、妊娠悪

阻、切迫流産、出産後の回復不全等、妊娠又は出産をしたことに起因して妊産

婦に生じる症状をいう。

4 この条の第2号ヲの「人事院の定める妊娠又は出産に関する制度又は措置」

は、 「職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について（平成6年7月27日職

職－328） 」 （以下「勤務時間等関係運用通知」 という。 ）第6の第5項(5)

の規定により休憩時間を短縮すること （ 「人事院規則15－15 （非常勤職員

１
１
坐１

P
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，

の勤務時間及び休暇）の運用について（平成6年7月27日職職-329) j

（以下「規則15－15運用通知」 という。 ）第2条関係第2項の規定により

準じて取り扱う場合を含む。 ） とする。

5 この条の第3号ヌの「人事院の定める育児に関する制度又は措置」は、勤務

時間等関係運用通知第6の第4項(2)の規定により子の養育のため休憩時間を延

長すること及び勤務時間等関係運用通知第6の第5項(1)又は(2)の規定により休

憩時間を短縮すること （規則15－15運用通知第2条関係第2項の規定によ

りそれぞれに準じて取り扱う場合を含む。 ） とする。

6 この条の第4号チの「人事院の定める介護に関する制度又は措置」は、勤務

時間等関係運用通知第6の第4項(2)の規定により要介護者の介護のため休憩時

間を延長すること及び勤務時間等関係運用通知第6の第5項(3)の規定により休

憩時間を短縮すること （規則15－15運用通知第2条関係第2項の規定によ

りそれぞれに準じて取り扱う場合を含む。 ）どする。

7妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに該当する典型的な例とし

ては、次に掲げるものがある。この場合において、 これらは、限定列挙ではな

いことには留意するものとする。

一職員が、妊娠等をしたこと （この条の第1号に掲げる事由をいう。以下同

じ。 ）又は制度等の利用（この条の第2．号から第4号までに掲げる制度又は

措置の利用をいう。以下同じ。 ）の請求等をしたい旨を上司に相談したこ

と、制度等の利用の請求等をしたこと若しくは制度等の利用をしたことによ

り、上司が当該職員に対し、昇任、配置換等の任用上の取扱いや、昇格、昇

給、勤勉手当等の給与上の取扱い等に関し、不利益を受げることを示唆する

こと。 、

二次の(1)から(4)までに掲げる言動により、制度等の利用の請求等又は制度等

の利用を阻害すること （客観的にみて阻害されるものに限る。 ） 。

（1）職員が制度等の利用の請求等をしたい旨を上司に相談したところ、上司

｝

、
，
。
，
■
‐
〆
０
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が当該職員に対し、当該請求等をしないよう言うこと。

（2）職員が制度等の利用の請求等をしたところ、上司が当該職員に対し、当

該請求等を取り下げるよう言うこと。

（3）職員が制度等の利用の請求等をしたい旨を同僚に伝えたところ、同僚が

当該職員に対し、繰り返し又は継続的に当該請求等をしないよう言うこと

（当該職員がその意に反することを当該同僚に明示しているにもかかわら

ず、更に言うことを含む。 ） 。

（4）職員が制度等の利用の請求等をしたところ、同僚が当該職員に対し、繰

・ り返し又は継続的に当該請求等を取り下げるよう言うこと （当該職員がそ

の意に反することを当該同僚に明示しているにもかかわらず、更に言うこ

とを含む。 ） 。

三職員が妊娠等をしたこと又は制度等の利用をしたことにより、上司又は同

僚が当該職員に対し、繰り返し若しくは継続的に、嫌がらせ的な言動をする

こと、業務に従事させないこと又は専ら雑務に従事させること （当該職員が

その意に反することを当該上司又は同僚に明示しているにもかかわらず、更

に言うこと等を含み、客観的にみて、言動を受けた職員の能力の発揮や継続

的な勤務に重大な悪影響が生じる等当該職員が勤務する上で看過できない程

度の支障が生じるようなものに限る。 ） 。

､

ヤ

第4条関係

1 各省各庁の長の責務には、次に掲げるものが含まれる。

一妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等に関する方針、

具体的な対策等を各省庁において部内規程等の文書の形でとりまとめ、職員

に対して明示すること。

二職員に対する研修の計画を立て、実施するに当たり、妊娠、出産、育児又

は介護に関するハラスメントの防止等のための研修を含めること。

三妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの原因や背景となる要因
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6

を解消するため、業務体制の整備など、職場や職員の実情に応じ、必要な措

置を講ずること。

四妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが職場に生じていない

か、又はそのおそれがないか、勤務環境に十分な注意を払うこと。

五妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合には、再発

防止に向けた措置を講ずること。

六職員に対して、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに関する

苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他妊娠、出産、育児又は介

護に関するハラスメントが生じた場合の職員の対応に起因して当該職員が職

場において不利益を受けないことを周知すること。

2 この条の「不利益」には、勤務条件に関する不利益のほか、同僚等から受け

る誹(ひ)誇(ぽう)や中傷など職員が受けるその他の不利益が含まれる。

3妊娠等をしたこと、制度等の利用の請求等をしたこと又は制度等の利用をし

たことを理由とする不利益な取扱い（勤務環境を害する行為を含む。 ）につい

ては、既に国家公務員法（昭和22年法律第120号）等で禁止されており、

各省各庁の長は、 こうした不利益な取扱いを生じさせることがないよう徹底す

るものとする。

第5条関係

この条の第2項の「職員を監督する地位にある者」には、他の職員を事実上監

督していると認められる地位にある着を含むものとする。

第6条関係

この条の第1項の人事院が定める指針は、別紙第1のとおりとする。

第7条関係

この条の第1項の「研修等」には、研修のほか、パンフレットの配布、ポスタ

ーの掲示、職員の意識調査の実施等が含まれる。

第8条関係

1
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1 ．.苦情相談は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントによる被害を

受けた本人からのものに限らず、次のようなものも含まれる。

一他の職員について妊娠、出産、育児又は介護に関するハヲスメントが生じ

ているのを見た職員からの苦情の申出

二他の職員から自らの言動により妊娠、出産、育児又は介護に関するハラス

メントを生じさせている旨の指摘を受けた職員からの相談

三部下等から妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに関する相談

を受けた監督者からの相談

2 この条の第1項の苦情相談を受ける体制の整備については、次に定めるとこ

ろによる。

一本省庁及び管区機関においては、それぞれ複数の相談員を置くことを基準

とし、その他の機関においても、妊娠、出産、育児又は介謹に関するハラス

メントに関する職員からの苦情相談に対応するために必要な体制をその組織

構成、各官署の規模等を勘案して整備するものとする。

二相談員のうち少なくとも1名は、苦情相談を行う職員の属する課の長に対

する指導及び人事当局との連携をとることのできる地位にある者をもって充

てるものとする。

三苦情相談には、苦情相談を行う職員の希望する性の相談員が同席できるよ

うな体制を整備するよう努めるものとする。

四妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントは、セクシュアル・ハラ

スメント （人事院規則10－10 （セクシュアル・ハラスメントの防止等）

第2条第1号に規定するセクシュアル・ハラスメントをいう。以下同じ。 ）

その他のハラスメントと複合的に生じることも想定されることから、セクシ

ュアル・ハラスメント等の苦情相談を受ける体制と一体的に、妊娠、出産、

育児又は介護に関するハラスメントの苦情相談を受ける体制を整備するな

ど、一元的に苦情相談を受けることのできる体制を整備するよう努めるもの

』

ノ ヤ
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とする。

この条の第2項の人事院が定める指針は、別紙2のとおりとする。

この条の第3項の「苦情相談を行った職員等」には、他の職員から妊娠、出

産、育児又は介護に関するハラスメントに係る言動を受けたとする職員、他の

職員に対し妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに係る言動を行つ

３
４

けたとされる職員その他の関係者が含まれる。

上以

ｰ

１
８
Ｊ

ゆ
り
▲

夕

６
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別紙第1

妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントをなくす．ために職員が認

識すべき事項についての指針

第1 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントを生じさせないために職員

が認識すべき事項

1 基本的な心構え

職員は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントを生じさせないた

めに、次の事項について十分認識しなければならない。

一妊娠、出産、育児又は介謹に関する否定的な言動（他の職員の妊娠、出

産、育児又は介護の否定につながる言動（当該職員に直接行わない言動も含

まれる。 ）をいい、単なる自らの意思の表明を除く。 ）は妊娠、出産、育児

又は介護に関するハラスメントの原因や背景となること。

二仕事と妊娠、出産、育児又は介護とを両立するための制度又は措置がある

～

）

こと。

2監督者として認職すべき事項

監督者は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントを生じさせない

ために、次の事項について十分認識しなければならない。

－妊娠した職員がつわりなどの体調不良のため勤務ができないことや能率が

低下すること、制度等の利用をした職員が正規の勤務時間の一部を勤務しな

いこと等により周囲の職員の業務負担が増大することも妊娠、出産、育児又

は介護に関するハラスメントの原因や背景となること。

二業務体制の整備など、職場や妊娠等をし、又は制度等の利用をした職員そ

の他の職員の実情に応じ、必要な措置を講ずること。

例えば、業務体制の整備については、妊娠等をし、又は制度等の利用をし

３
１
Ｊ
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た職員の周囲の職員への業務の偏りを軽減するよう、適切に業務分担の見直

しを行うことや、業務の点検を行い、業務の効率化等を行うものとする。

3妊娠等をし、又は制度等の利用をする職員として認識すべき事項

妊娠等をし、又は制度等の利用をする職員は、妊娠、出麗育児又は介護に

関するハラスメントに係る言動を受けないために、欲の事項について十分認識

しなければならない。

一仕事と妊娠、出産、育児又は介護とを両立していくために必要な場合は、

妊娠、出産、育児又は介謹に関する制度等の利用ができるという知識を持つ
q、
3
0

こと。

二周囲と円滑なコミュニケーションを図りながら自身の体調や制度等の利用

状況等に応じて適切に業務を遂行していくという意識を持つこと。

4懲戒処分

妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの態様等によっては信用失

墜行為、国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行などに該当して、懲戒処

分に付されることがある。

第2妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合において職員

に望まれる事項

1 基本的な心榊え

職員は、妊娠、出産、育児又は介識に関するハラスメントに係る言動を受け

た場合にその被害を深刻にしないために、次の事項について認識しておくこと

が望まれる。 ．

一一人で我慢しているだけでは、問題は解決しないこと。

妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに係る言動を無視した

り、受け流したりしているだけでは、必ずしも状況は改善されないというご

とをまず認識することが大切である。

二妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに係る言動に対する行
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動をためらわないこと。

被害を深刻なものにしない、他に被害者をつくらない、 さらには妊娠、出

産、育児又は介護に関するハラスメントをなくすことは自分だけの問題では

なく良い勤務環境の形成に重要であるとの考えに立って、勇気を出して行動

することが求められる。

2妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに係る言動を受けたと思う

ときに望まれる対応

職員は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに係る言動を受け

た場合、次のような行動をとるよう努めることが望まれる。

－自分の意に反することは相手に対して明確に意思表示をすること。

妊娠、出産、育児又は介謹に関するハラスメントに係る言動に対しては

毅然とした態度をとること。すなわち、はっきりと自分の意思を相手に伝

えることが重要である。直接相手に言いにくい場合には、手紙等の手段を

とる,という方法もある。

二信頼できる人に相談すること。

まず、職場の同僚や知人等身近な信頼できる人に相談することが大切であ

る。各職場内において解決することが困難な場合には、内部又は外部の相談

機関に相談する方法を考える。なお、相談するに当たっては、妊娠、出産、

育児又は介護に関するハラスメントに係る言動を受けた日時、内容等につい

て記録しておくことが望ましい。

～
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別紙第2

J

妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに関する苦情相談に対応

するに当たり留意すべき事項についての指針

第1 基本的な心構え

職員からの苦情相談に対応するに当たっては、相談員は次の事項に留意する

必要がある。

1被害者を含む当事者にとって適切かつ効果的な対応は何かという視点を常に

持つこと。

2事態を悪化させなし$ために、迅速な対応を心がけること。

3 関係者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘

密を厳守すること。

第2苦情相談の事務の進め方

1 苦情相談を受ける際の相談員の体制等

一苦情相談を受ける際には、原則として2人の相談員で対応すること。

二苦情相談を受けるに当たっては、苦情相談を行う職員（以下「相談者」 と

いう。 ）の希望する性の相談員が同席するよう努めること。

三相談員は、苦情相談に適切に対応するために、相互に連携し、協力するこ

と。

四実際に苦情相談を受けるに当たっては、その内容を相談員以外の者に見聞

されないよう周りから遮断した場所で行うこと。

2相談者から事実関係等を聴取するに当たり留意すべき事項

相談者から事実関係等を聴取するに当たっては、次の事項に留意する必要が

ある。

一相談者の求めるものを把握すること。

｡~
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将来の言動の抑止等、今後も発生が見込まれる言動への対応を求めるもの

であるのか、又は喪失した利益の回復、謝罪要求等過去にあった言動に対す

る対応を求めるものであるのかについて把握する。

二どの程度の時間的な余裕があるのかについて把握すること。

相談者の心身の状態等に鑑み、苦情相談への対応に当たりどの程度の時間

的な余裕があるのかを把握する。

三相談者の主張に真筆に耳を傾け丁寧に話を聴くこと。

特に相談者が被害者の場合、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメ

ントに係る言動を受けた心理的な影響から必ずしも理路整然と話すとは限ら

ない。むしろ脱線することも十分想定されるが、事実関係を把握することは

｛ 極めて重要であるので、忍耐強く聴くよう努める。

四事実関係については、次の事項を把握すること。

（1） 当事者（被害者及び加害者とされる職員）間の関係

（2） 問題とされる言動が、いつ、どこで、どのように行われたか。

（3） 相談者は、加害者とされる職員に対してどのような対応をとったか。

（4） 監督者等に対する相談を行っているか。

なお、 これらの事実を確認する場合、相談者が主張する内容については、

当事者のみが知り得るものか、又は他に目撃者はいるのかを把握する。

五聴取した事実関係等を相談者に確認すること。

聞き間違えの修正並びに聞き漏らした事項及び言い忘れた事項の補充がで

きるので、聴取事項を書面で示したり、復唱するなどして相談者に確認す

る。

六聴取した事実関係等については、必ず記録し、保存しておくこと。

3加害者とされる職員からの事実関係等の聴取

一原則として、加害者とされる職員から事実関係等を聴取する必要がある。

ただし、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが比較的軽微なも

１
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のであり、対応に時間的な余裕がある場合などは、監督者の観察、指導によ

る対応が適当な場合も考えられるので、その都度適切な方法を選択して対応

する。

二加害者とされる者から事実関係等を聴取する場合には、加害者とされる者

に対して十分な弁明の機会を与える。

三加害者とされる者から事実関係等を聴取するに当たっては、その主張に真

筆に耳を傾け丁寧に話を聴くなど、相談者から事実関係等を聴取する際の留

意事項を参考にし、適切に対応する。

4第三者からの事実関係等の聴取

妊娠、出産、育児又は介謹に関するハラスメンﾄについて当事者間で事実関

係に関する主張に不一致があり、事実の確認が十分にできないと認められる場

合などは、第三者から事実関係等を聴取することも必要である。

この場合、相談者から事実関係等を聴取する際の留意事項を参考にし、適切

もむ、

（ ）

に対応する。

相談者に対する説明

苦情相談に関し、具体的にとられた対応については、相談者に説明する。

5
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平成27年11月12日

職員（裁判官を含む。 ） 各位

最高裁判所事務総局人事局
、

「パワー・ハラスメント防止ハンドブック」について

（お知らせ）

いわゆるパワー・ハラスメントがもたらす様々な弊害への社会酌な関心が高まっ

ていることから，先般，人事院において，国家公務員一人ひとりがパワー・ハラス

メントの防止等についての認識を深めるためのツールとして， 「パワー・ハラスメ

ント防止ハンドブック」が作成されました。

裁判所においても，従前から，働きやすい職場環境の維持・運営のために，パワ

ー・ハラスメントの防止に取り組んできたところであり，引き続き，職員に対する

知識付与や意識啓発に努めていくことが肝要であると考えています。

ついては，同ハンドブックをJ ・NETポータルに掲載し，職員が閲覧できるよ

うにしましたので，パワー・ハラスメントの防止等について認識.を深める一助とし

てください。

なお，パワー・ハラスメントに関する相談は，職場の管理者又は人事担当者に対

してすることができるほか，下記の苦情相談窓口に対しても相談することができま

す。

記

最高裁判所事務総局人事局公平課■■■■■■■■(直通）
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